
 

 

 
 

１．一般船（（旅客定員が１２名以下の船舶）（旅客船、小型漁船、小型帆船を除く））                令和 6年 2月現在 

区 

分 

航行区域 

法定備品 

平水、限定沿海 

及び沿岸 
沿    海 備    考 

係
船
設
備 

係船索（ﾛｰﾌﾟ） ２本 ２本 －－－ 

ｱﾝｶｰ（いかり） １個 １個 ･ ①湖川港内のみを航行水域とする船舶、②渡船などで桟

橋から桟橋に着ける船舶、③岸壁、桟橋に係留し錨泊の

必要のない船舶及び④膨脹式ﾎﾞｰﾄ特殊基準適用船は不要 ｱﾝｶｰﾁｪﾝ又は索（ﾛｰﾌﾟ） １本 １本 

救 
 
 
 
 

命 
 
 
 
 

設 
 
 
 
 

備 

小型船舶用膨脹式救命いかだ又

は小型船舶用救命浮器 

右記 

以外 

限沿５ﾄﾝ以

上５海里超 定員の 100％ 
* 有効な信号を発信できる設備([注６])を備えるも

のは不要[注１] 
－－ 100％ * 

小型船舶用救命胴衣 

 

定員と同数*1*2 
 

 

搭載可能な胴衣の TYPE

は次のとおり 

・TYPE A 

・TYPE D 

・TYPE B *3 

・TYPE C *3 

・TYPE E *3 

・TYPE F *3 

・TYPE G *3 *4 

 

定員と同数 

 

 
搭載可能な胴衣の TYPE

は次のとおり 

 

・TYPE Aのみ 

*1 平水は小型船舶用救命ｸｯｼｮﾝでもよい 

*2 平水は最大搭載人員を収納しうる小型船舶用救命いか

だ又は小型船舶用救命浮器を備える場合は不要[注２] 

*3 不沈性及びｷﾙｽｲｯﾁを有する船舶([注３])に限る 

*4 平水に限る 

・｢TYPE A｣から｢TYPE G｣の胴衣の違いは次のとおり 
TYPE A…胴衣の要件を全て満足するもの 

TYPE B…反射材の要件が省略されたもの 

TYPE C…笛及び反射材の要件が省略されたもの 

TYPE D…色の要件が省略されたもの 

TYPE E…色及び反射材の要件が省略されたもの 

TYPE F…色、笛及び反射材の要件が省略されたもの 

TYPE G…浮力がやや少ないために着やすくなっているもの 

小型船舶用救命浮環又は 

小型船舶用救命浮輪 
１個 ２個 －－－ 

信号紅炎 －－－ １個 ・小型船舶用信号紅炎による代替不可 

小型船舶用信号紅炎 

右記以外 沿岸 

－－－ 

・ 航行区域が川のみに限定されているものは不要 

*1 有効な無線設備([注７])を備えるものは不要 [注

２] 
1ｾｯﾄ  *1 

(２個入り) 

1 ｾｯﾄ 

(２個入り) 

小型船舶用自己点火灯 －－－ １個 －－－ 

小型船舶用自己発煙信号 －－－ １個 －－－ 

小型船舶用火せん 
右記以外 沿岸 

２個 
* 有効な無線設備([注８])を備えるものは不要[注

２] 
－－ ２個 * 

発煙浮信号 －－－ １個 －－－ 

小型船舶用衛星利用非常用位置

指示無線標識装置（EPIRB） 
－－－ １個 

・長さ 12ｍ未満は不要 小型船舶用ﾚｰﾀﾞｰ・ﾄﾗﾝｽﾎﾟﾝﾀﾞｰ

（SART）又は小型船舶用捜索救助用

位置指示送信装置（AIS-SART） 
－－－ １個 

持運び式双方向無線電話装置 －－－ １個 
・国際航海するものに限る 

・長さ 12ｍ未満は不要 

無

線

設

備 

無線電信又は無線電話 －－－ １個 

・詳細は別表参照のこと 

・長さ 12ｍ未満は不要 

 

消
防
設
備 

小型船舶用粉末消火器又は 

小型船舶用液体消火器 

２個 * 

（１個 *） 

３個 

（２個） 

・（ ）内は船外機又は無動力船 

・無人の機関室には船舶用自動拡散型消火器を機関室の容

積相当数備えること(この場合は１個のみ減じてよい) 

* 赤ﾊﾞｹﾂ等を備えるものは消火器を１個減じてよい 

排

水

設

備 

ﾋﾞﾙｼﾞﾎﾟﾝﾌﾟ －－－ １台 －－－ 

ﾊﾞｹﾂ及びあかくみ 各１個 －－－ 

・ﾋﾞﾙｼﾞﾎﾟﾝﾌﾟを備えている場合は不要 

・無動力船、船外機船及び湖川港内のみを航行する

ものはﾊﾞｹﾂ(消防用と兼用可)１個でよい 

航
海
用
具 

汽笛及び号鐘 各１個 * 各１個 

・ 汽笛は全長 12ｍ未満不要 

・ 号鐘は全長 20ｍ未満不要 

* 航行区域が湖川のみ(航洋船が航行する水域を除

く)に限定されているものは笛でもよい 

小型船舶用法定備品一覧表  

参考資料 



区 

分 

航行区域 

法定備品 

平水、限定沿海 

及び沿岸 
沿    海 備    考 

航 

 

 

      

海 

 

 

      

用 

 

 

      

具 

音響信号器具 １個 * １個 

・汽笛を備えているものは不要 

* 笛でも可（操船者に救命胴衣の常時着用義務が適用され

る船舶は常時着用する小型船舶用救命胴衣の笛でも可） 

双眼鏡 
右記以外 沿岸 

１個 * 沿岸は概ね 6倍程度の倍率を推奨 
－－ １個 * 

ﾗｼﾞｵ 
右記以外 沿岸 

１台 

・中波帯又は短波帯の放送を受信可能なもの 

・無線電信等を備える船舶その他の有効な通信設備

([注９])を有する船舶は不要[注１] －－ １台 

ｺﾝﾊﾟｽ 
右記以外 沿岸 

１個 
* 自船の位置(１秒を単位とする緯度経度)及び進行

方向が表示できる GPSを備えている場合は不要 －－ １個 * 

船 
 

灯 

ﾏｽﾄ灯 

*1 *3 *5 

１個 

*2 *8 
１個 

*1 全長７ｍ未満かつ速力７ﾉｯﾄ以下のものは第二種

白灯以上(停泊灯の兼用可)１個でよい 

*2夜間航行が禁止されているものは不要 

*3 全長 12ｍ未満のものは第二種白灯以上(停泊灯と

兼用可)１個でよい 

*4 紅灯は全長 12ｍ未満のものであって港域、航路等

を頻繁に航行しないものは省略できる 

*5全長 20ｍ以上は第二種ﾏｽﾄ灯以上 

全長 12ｍ以上 20ｍ未満は第三種ﾏｽﾄ灯以上 

全長 12ｍ未満は第四種ﾏｽﾄ灯以上 

*6全長 12ｍ以上は第二種舷
げん

灯以上 

全長 12ｍ未満は第三種舷
げん

灯以上 

全長 20ｍ以上は内側隔板を取り付ける 

*7全長 20ｍ未満は第一種両色灯で可 

全長 12ｍ未満は第二種両色灯で可 

*8 航行区域が湖川のみ(航洋船が航行する水域を除く)

に限定され、夜間航行するものは白色灯１個でよい 

舷
げん

灯又は両色灯 

*1 *6 *7 

１対 

(１個) 

*2 *8 

１対 

(１個) 

[注４] 

 

[注５] 

船尾灯 

*1 *3 

１個 

*2 *8 
１個 

停泊灯 
１個 

*2 *8 
１個 

紅灯         *4 ２個 *2 ２個 

形
象
物 

黒色球形形象物 ３個 * ３個 

・全長 12ｍ未満のものは次のものを除き不要 

①港域、航路等を頻繁に航行するものは２個 

②錨泊するもの(全長７ｍ未満のものは狭い水道

等で錨泊するものに限る)は１個 

・全長 20ｍ以上のものは直径 600mm以上 

* 湖川のみ(航洋船が航行する水域を除く)を航行す

る船舶は不要 

[注５] 

国際信号旗 －－－ ＮＣ旗 －－－ 

海図 

右記以外 沿岸 

１式 

・有効な電子海図情報表示装置を備えるものは不要 

* 適切な航海用参考図等を備えるものは不要[注 10] 

* 海上保安庁刊行の電子海図(ENC)を表示する小型船

舶用衛星航法装置(GPS)を備える場合不要（ただ

し、検査機関が認めるものに限る） 

－－ １式 * 

航海用ﾚｰﾀﾞｰ反射器 

(ﾚｰﾀﾞｰﾘﾌﾚｸﾀ) 
１個 １個 

・夜間航行が禁止されている船舶は不要 

・湖川のみを航行する船舶は不要 

・適用の詳細は別表 1による 

第 2種衛星航法装置 １個 １個 

・押船以外の船舶は不要 

・押船と非自航船が結合して一体となって平水区域

を超えて航行しない場合不要 

HF ﾃﾞｼﾞﾀﾙ選択呼出装 

置及び HF ﾃﾞｼﾞﾀﾙ選択 

呼出聴守装置 

(DSC/DSCWR) 

－－－ １式 

・長さ 12ｍ未満は不要 

・A2水域に限定されているものは不要 

・無線設備の義務づけがないもの又は無線電信等を

免除されているものは不要 

・ｲﾝﾏﾙｻｯﾄを備えるものは不要 

一

般

備

品 

ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ １組 １組 －－－ 

ﾚﾝﾁ １組 １組 ・ﾓﾝｷﾚﾝﾁ１個でも可 

ﾌﾟﾗｲﾔｰ １個 １個 －－－ 

ﾌﾟﾗｸﾞﾚﾝﾁ １個 １個 ・火花点火機関に限る 

表

示 

最大搭載人員表示 必要 必要 
・遊漁船など不特定多数の人が乗船する場合「（旅客  

人）」の表示の併記が必要 

救命胴衣｢格納･着用｣表示 必要 必要 
・可搬型小型船舶等で救命胴衣の格納場所がなく、容易に視

認できる場所に積付けるものは「格納場所」の表示省略可 

[注１] 定期的検査以外の際に取り替える場合は、機構の確認を受けることが必要 

[注２] 定期的検査以外の際に取り替える場合は、機構の確認を受けることが必要（未使用の検定済、検査済の同じものと取り替える場合を除く） 

[注３] 機構の確認を受けることが必要 



[注４] 巨大船等の進路、側方警戒船又は消防船として海上保安庁長官の指定を受けた船舶は第一種緑色閃光灯１個を備えること 

[注５] 緊急用務を行う船舶として海上保安庁長官の指定を受けた船舶は第二種紅色閃光灯(第一種は不可)及び紅色円すい形形象物各１個を備えること 

[注６] 有効な信号を発信できる設備とは、「EPIRB」、「持運び式双方向無線電話装置」、「漁業無線」、「国際 VHF(5W 型国際 VHF※を含む。)」、「ﾜｲﾄﾞｽ

ﾀｰﾏﾘﾝﾎﾝ等(自動追尾機能要)」、「ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ FB」及び｢ｲﾘｼﾞｳﾑ、Isat Phone Pro、Isat Phone 2、Oceana 800 及びｽﾗﾔ衛星電話（国内で無線局免許を取得し

た電気通信事業者のものに限る。）｣をいう。 

[注７] 有効な無線設備とは、「漁業無線」、「国際 VHF(5W 型国際 VHF※を含む。)」、「ﾜｲﾄﾞｽﾀｰﾏﾘﾝﾎﾝ等(自動追尾機能要)」、「ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ FB」、｢ｲﾘｼﾞｳﾑ、

Isat Phone Pro、Isat Phone 2、Oceana 800 及びｽﾗﾔ衛星電話（国内で無線局免許を取得した電気通信事業者のものに限る。）｣、「携帯・自動車電話(当

該船舶の航行区域が電話のｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ内にあるものに限る。)」、「EPIRB」及び「持運び式双方向無線電話装置」をいう。 

[注８] 有効な無線設備とは、「漁業無線」、「国際 VHF(5W 型国際 VHF※を除く。)」、「ﾜｲﾄﾞｽﾀｰﾏﾘﾝﾎﾝ等(自動追尾機能要)」、「ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ FB」、｢ｲﾘｼﾞｳﾑ、

Isat Phone Pro、Isat Phone 2、Oceana 800 及びｽﾗﾔ衛星電話（国内で無線局免許を取得した電気通信事業者のものに限る。）｣及び「EPIRB」をいう。ま

た、「携帯・自動車電話(PHS 等を除く。)」を備える船舶は、１個減ずることができる。 

[注９] 無線電信等を備える船舶その他の有効な通信設備を有する船舶とは、「HF 無線電話、HF直接印刷電信、HF ﾃﾞｼﾞﾀﾙ選択呼出装置又は HF ﾃﾞｼﾞﾀ

ﾙ選択呼出聴守装置」、「ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ直接印刷電信又はｲﾝﾏﾙｻｯﾄ無線電話」、「MF 無線電話又は MF ﾃﾞｼﾞﾀﾙ選択呼出装置」、「SSB 無線電話」、「27MHz

無線電話」、「40MHz 無線電話」、「150MHz 無線電話(国際 VHF(5W 型国際 VHF※を除く。))」、「ﾜｲﾄﾞｽﾀｰﾏﾘﾝﾎﾝ等(自動追尾機能要)」、「ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ

FB」及び｢ｲﾘｼﾞｳﾑ、Isat Phone Pro、Isat Phone 2、Oceana 800 及びｽﾗﾔ衛星電話（国内で無線局免許を取得した電気通信事業者のものに限る。）｣の無線設

備を備える船舶をいう。 

[注 10]適切な航海用参考図等とは、(一財)日本水路協会発行の「ﾖｯﾄ･ﾓｰﾀﾎﾞｰﾄ用参考図」、「ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾎﾞｰﾄ･小型船用港湾案内(S ｶﾞｲﾄﾞ(ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ版)は当該 PDF

ﾌｧｲﾙを印刷したものに限る)」、「航海用電子参考図(new pec) (印刷物は除く)」、(株)ﾏｯﾌﾟﾙ･ｵﾝが提供する「航海支援ｱﾌﾟﾘ(new pec smart) (ﾌﾟﾚﾐｱﾑ

会員登録されたもの･印刷物は除く)」、ﾔﾏﾊ中国㈱発行の「ｸﾙｰｼﾞﾝｸﾞﾏｯﾌﾟ」（絶版）及び(株)ﾏｯｸﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ発行の「ｸﾙｰｼﾞﾝｸﾞﾏｯﾌﾟ ｲﾝ 大阪湾」をいう。 

  ※ 「5W型国際 VHF」とは、「5W出力型 VHF無線電話 (ﾏﾘﾝ VHFを含む。) ただし、16ch (156.8MHz) (緊急通信用) 付き」のものを示す。 

【法定備品の整備について】  
(1) 救命設備：定期検査及び中間検査において小型船舶用膨脹式救命いかだ、小型船舶用膨脹式救命浮器、自動離脱装置は整備が必要となります。 
(2) GMDSS 設備等：定期検査及び中間検査において小型船舶用 EPIRB、小型船舶用レーダー・トランスポンダー、持運び式双方向無線電話

装置、HF デジタル選択呼出装置及び HF デジタル選択呼出聴取装置は整備が必要となります。 

【その他の検査の準備について】 
(1) 航行区域が沿海区域の場合 

・機関の運転時間及び保守整備の状況により、機関の解放、補機類の解放(機関を解放するものに限る。) 及びプロペラ軸の抜き出し等

の準備 (機関を解放するものに限る。) が必要になります。 
(2) 航行区域が沿海区域で検査の種類が定期検査の場合 

・船体の上架、弁及びコック等の解放並びに舵の確認の準備が必要になります。 
・電気機器及び電路については絶縁抵抗試験の準備が必要になります。(ただし、供給電圧が 35Ｖ以下で船質がＦＲＰ及びゴム等不導体

の船舶を除く。) 
(3) 航行区域が沿海区域で検査の種類が中間検査の場合 

   ・船体の上架、弁及びコック等の解放並びに舵の確認の準備が必要になります。ただし、次の２つの条件を満足する場合、上架検査等を

省略し浮上検査で受検することができます 
「当該検査から１年以内の船長の上架点検の結果」及び「当該検査での船体内部検査及び浮上検査の結果」から検査員が特に問題ないと

認めた場合、上架検査等を省略できます。 
＊詳しくは最寄りの支部までお尋ね下さい。 

【航海用レーダー反射器の適用について】（別表 1） 
建造又は建造に 
着手された年月日 平成 6 年 11 月 3 日まで 平成 6 年 11 月 4 日から 

平成 14 年 6 月 30 日まで 
平成 14 年 7 月 1 日から 
平成 22 年 9 月 30 日まで 平成 22 年 10 月 1 日以降 

技術基準  旧基準 (※1)又は新基準 (※2) 新基準 (※2) 

備付け基準 同反射器の備付けは 
要しない 

次のいずれかの場合は、同反射器の

備付けを要しない 
➢ 航海灯の備付けを要しない場合 
➢ 船質が鋼製又はｱﾙﾐ製の場合 
➢ 特定の水域 (※3)を航行しない場合 
➢ 小型漁船安全規則のみ適用の場合 

次のいずれかの場合は、同

反射器の備付けを要しない 
➢  航海灯の備付けを要し

ない場合 
➢  湖川のみを航行する場

合 

次のいずれかの場合は、同

反射器の備付けを要しない 
➢  航海灯の備付けを要し

ない場合 
➢  湖川のみを航行する場

合 
※1：『旧基準』とは、360°のうち 240°以上にわたってﾚｰﾀﾞｰ断面積が 0.3 ㎡以上のことをいう。 
※2：『新基準』とは、360°のうち 240°以上にわたってﾚｰﾀﾞｰ断面積が 2.5 ㎡以上で、かつ、ﾚｰﾀﾞｰ断面積が 2.5 ㎡未満となる方向が 10°以上連

続しないことをいう。 
※3：『特定の水域』とは、海上交通安全法第 1 条第 2 項に規定する同法を適用する海域（ただし、瀬戸内海にあっては、同法第 2 条に定める航路

及び船舶安全法施行規則第 1 条第 6 項第 7 号に規定する水域であって、海上交通安全法第 1 条第 2 項に規定する同法を適用する海域に限る。）

をいう。 



２．旅客船（旅客定員が１２人を超える船舶）                                令和 6年 2月現在 

区

分 

航行区域 

 

法定備品 

平    水 
限定沿海及び沿岸 

(５ﾄﾝ未満) 

沿    海 

備    考 限定沿海及び沿岸 

(５ﾄﾝ以上) 

係

船

設

備 

係船索（ﾛｰﾌﾟ） ２本 ２本 ２本 －－－ 

ｱﾝｶｰ（いかり） １個 １個 １個 
･ ①湖川港内のみを航行水域とする船舶、②

渡船などで桟橋から桟橋に着ける船舶、③

岸壁、桟橋に係留し錨泊の必要のない船舶

及び④膨脹式ﾎﾞｰﾄ特殊基準適用船は不要 
ｱﾝｶｰﾁｪﾝ又は索（ﾛｰﾌﾟ） １本 １本 １本 

救 
 
 
 
 

命 
 
 
 
 

設 
 
 
 
 

備 

小型船舶用膨脹式救命

いかだ又は小型船舶用

救命浮器 

５ﾄﾝ未満 ５ﾄﾝ以上 

－－－ 定員の 100％ 

* 航行区域が湖川港内のみに限定されている

ものは 25％ 
－－－ 

定員の* 

5 0 ％ 

小型船舶用救命胴衣 

５ﾄﾝ未満 ５ﾄﾝ以上  

 

定員と同数 

 
搭 載 可 能 な 胴 衣 の

TYPEは次のとおり 

・TYPE A 

・TYPE B *4 

・TYPE C *4 

 

 

定員と同数 

 
搭載可能な胴衣の TYPE

は次のとおり 

 

・TYPE Aのみ 

*1 小型船舶用救命ｸｯｼｮﾝでもよい 

*2 最大搭載人員を収容しうる小型船舶用救

命いかだ又は小型船舶用救命浮器がある場

合は不要[注１] 

*3 最大搭載人員を収容しうる小型船舶用救

命いかだ又は小型船舶用救命浮器がある場

合 10％の救命胴衣でよい 

*4不沈性及びｷﾙｽｲｯﾁを有する船舶([注３])に限る 

・｢TYPE A｣から｢TYPE C｣の胴衣の違いは次の

とおり 
TYPE A…胴衣の要件を全て満足するもの 

TYPE B…反射材の要件が省略されたもの 

TYPE C…笛及び反射材の要件が省略されたもの 

定員と*1

同数 *2 

定員と*1

同数 *3 

  

搭載可能な胴衣の TYPE

は次のとおり 

・TYPE A 

・TYPE B *4 

・TYPE C *4 

小型船舶用救命浮環又

は小型船舶用救命浮輪 
１個 １個 ２個 －－－ 

信号紅炎 －－－ －－－ １個 ・小型船舶用信号紅炎による代替不可 

小型船舶用信号紅炎 

１ｾｯﾄ 

(２個入) 

*1 *2 

限定沿海 沿岸 

－－－ 

・航行区域が川のみに限定されているものは不要 

*1 有効な無線設備([注４])を備えるものは不要

[注１] 

*2法第４条により備え付けられた無線設備と

の兼用は認められない 

１ｾｯﾄ 

(２個入) 

*1 *2 

１ｾｯﾄ 

(２個入) 

小型船舶用自己点火灯 －－－ －－－ １個 －－－ 

小型船舶用自己発煙信号 －－－ －－－ １個 －－－ 

小型船舶用火せん －－－ 
限定沿海 沿岸 

２個 
* 有効な無線設備([注５])を備えるものは不

要[注 2] －－ ２個 * 

発煙浮信号 －－－ －－－ １個 －－－ 

小型船舶用衛星利用非

常用位置指示無線標識

装置（EPIRB） 

－－－ －－－ 

右記以外 沿海 

・沿海区域を航行区域とする平成６年 11 月

３日迄に建造され、又は建造に着手された

長さ 12ｍ未満の船舶は不要 

－－－ １個 

小型船舶用ﾚｰﾀﾞｰ・ﾄﾗﾝｽ

ﾎﾟﾝﾀﾞｰ（SART）又は小型

船舶用捜索救助用位置指

示送信装置（AIS-SART） 

－－－ －－－ 

右記以外 沿海 

－－－ １個 

持運び式双方向 

無線電話装置 
－－－ －－－ 

右記以外 沿海 

－－－ １個 

無 
 

線 
 

設 
 

備 

無線電信又は無線電話 １個 * １個 １個 

・詳細は別表参照のこと 

・限定沿海及び平水区域の場合は、航路が通

信範囲内にあるものに限り、携帯・自動車

電話(航路申告書の提出が必要)、母港がｻｰ

ﾋﾞｽｴﾘｱ内に限り、ﾏﾘﾝ VHF、ﾏﾘﾝﾎｰﾝ、

400MHz 無線電話でもよい[注２] 

* 航行区域が湖(琵琶湖を除く)、川、港内の

みに限定されているものは不要(琵琶湖の

みを航行するものは、携帯・自動車電話又

は事業無線電話(事務所等における対応体

制が必要)を備えること) 

消

防

設

備 

小型船舶用粉末消火器

又は小型船舶用液体消

火器 

２個 * 

(１個 *) 

３個 * 

(２個 *) 

右記以外 沿海 ・( )内は船外機又は無動力船の場合 

・無人の機関室には船舶用自動拡散型消火器

を機関室の容積相当数備えること(この場

合は１個のみ減じてよい) 

* 赤ﾊﾞｹﾂ等を備えるものは消火器を１個減じてよい 

３個 

(２個) 

４個 

(３個) 

赤ﾊﾞｹﾂ １個 １個 
右記以外 沿海 

・消火器の代替物との兼用は不可 
１個 ２個 



区

分 

航行区域 

 

法定備品 

平    水 
限定沿海及び沿岸 

(５ﾄﾝ未満) 

沿    海 

備    考 限定沿海及び沿岸 

(５ﾄﾝ以上) 

排
水
設
備 

ﾋﾞﾙｼﾞﾎﾟﾝﾌﾟ －－－ －－－ １台 －－－ 

ﾊﾞｹﾂ及びあかくみ 各１個 各１個 －－－ 

・ﾋﾞﾙｼﾞﾎﾟﾝﾌﾟを備えるものは不要 

・無動力船又は船外機船はﾊﾞｹﾂ１個でよい

(消防用のﾊﾞｹﾂと兼用可) 

航 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

海 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

用 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

具 

汽笛及び号鐘 各１個 各１個 各１個 

・ 汽笛は全長 12ｍ未満不要 

・ 号鐘は全長 20ｍ未満不要 

・航行区域が湖川のみ(航洋船が航行する水域

を除く)に限定されているものは笛でよい 

音響信号器具 １個 * １個 * 

限沿 沿岸 沿海 ・汽笛を備えているものは不要 

* 笛でも可(操船者に救命胴衣の常時着用義務

が適用される船舶は常時着用する小型船舶

用救命胴衣の笛でも可) 
１個* １個* １個 

双眼鏡 －－－ 
限定沿海 沿岸 限沿 沿岸 沿海 

* 沿岸は概ね 6倍程度の倍率を推奨 
－－ １個 * －－ １個* １個 

ﾗｼﾞｵ －－－ 

限定沿海 沿岸 限沿 沿岸 沿海 ・中波帯又は短波帯の放送を受信可能なもの 

・無線電信等を備える船舶その他の有効な通

信設備([注６])を有する船舶は不要[注１] 
－－ １個 －－ １個 １個 

ｺﾝﾊﾟｽ －－－ 限定沿海 沿岸 限沿 沿岸 沿海 *自船の位置(１秒を単位とする緯度経度)及び進行

方向が表示できるGPSを備えている場合は不要 －－ １個 * －－ １個* １個 

船 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

灯 

ﾏｽﾄ灯  

*1 *3 *5 

１個 

*2 *8 

１個 

*2 

１個 

*2 

*1 全長７ｍ未満かつ速力７ﾉｯﾄ以下のものは第二

種白灯以上(停泊灯の兼用可)１個でよい 

*2 夜間航行が禁止されているものは不要(沿海

を除く) 

*3 全長 12ｍ未満のものは第二種白灯以上(停泊

灯と兼用可)１個でよい 

*4 紅灯は全長 12ｍ未満のものであって港域、航路

等を頻繁に航行しないものは省略できる 

*5 全長 20ｍ以上は第二種ﾏｽﾄ灯以上 

全長 12ｍ以上 20ｍ未満は第三種ﾏｽﾄ灯以上 

全長 12ｍ未満は第四種ﾏｽﾄ灯以上 

*6 全長 12ｍ以上は第二種 舷
げん

灯以上 

全長 12ｍ未満は第三種 舷
げん

灯以上 

全長 20ｍ以上は内側隔板を取り付ける 

*7 全長 20ｍ未満は第一種両色灯で可 

全長 12ｍ未満は第二種両色灯で可 

*8 航行区域が湖川のみ(航洋船が航行する水域

を除く)に限定され、夜間航行するものは白

色灯１個でよい 

舷
げん

灯又は両色灯 

*1 *6 *7 

１対(１個) 

*2 *8 

１対(１個) 

*2 

１対(１個) 

*2 

船尾灯 

 *1 *3 
１個 *2 *8 １個 *2 １個 *2 

停泊灯 １個 *2 *8 １個 *2 １個 *2 

紅灯     *4 ２個 *2 ２個 *2 ２個 *2 

黒色球形形象物 ３個 * ３個 ３個 

・全長 12ｍ未満のものは次のものを除き不要 

①港域、航路等を頻繁に航行するものは２個 

②錨泊するもの(全長７ｍ未満のものは狭い

水道等で錨泊するものに限る)は１個 

・全長 20ｍ以上のものは直径 600mm 以上 

* 湖川のみ(航洋船が航行する水域を除く)を航

行する船舶は不要 

国際信号旗 －－－ －－－ 限沿 沿岸 沿海 
－－－ 

－－ －－ NC旗 

海図 －－－ 

限定沿海 沿岸 限沿 沿岸 沿海 ・有効な電子海図情報表示装置を備えるものは不要 

* 適切な航海用参考図等を備えるものは不要[注７] 

* 海上保安庁刊行の電子海図(ENC)を表示する 

小型船舶用衛星航法装置(GPS)を備える場合不

要(ただし、検査機関が認めるものに限る) 

－－ １式 * －－ 
１式 

* １式 

航海用ﾚｰﾀﾞｰ反射器 

(ﾚｰﾀﾞｰﾘﾌﾚｸﾀ) 
１個 １個 １個 

・夜間航行が禁止されている船舶は不要 

・湖川のみを航行する船舶は不要 

・適用の詳細は別表 1による 

HF ﾃﾞｼﾞﾀﾙ選択呼出装置

及び HF ﾃﾞｼﾞﾀﾙ選択呼

出聴守装置 

(DSC/DSCWR) 

－－－ －－－ 
右記以外 沿海 ・A2水域に限定されているものは不要 

・無線設備の義務づけがないもの又は無線電

信等を免除されているものは不要 

・ｲﾝﾏﾙｻｯﾄを備えるものは不要 

－－ １式 

一
般
備
品 

ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ １組 １組 １組 －－－ 

ﾚﾝﾁ １組 １組 １組 ・ﾓﾝｷﾚﾝﾁ１個でも可 

ﾌﾟﾗｲﾔｰ １個 １個 １個 －－－ 

ﾌﾟﾗｸﾞﾚﾝﾁ １個 １個 １個 ・火花点火機関に限る 



表

示 

最大搭載人員表示 必要 必要 必要 
・旅客搭載場所ごとの人数及び質量の表示「定員 

人（ kg）」、最大搭載人員表示に「（旅客 人）」

の表示の併記が必要 

救命胴衣格納･着用表示 必要 必要 必要 －－－ 

[注１] 定期的検査以外の際に取り替える場合は、機構の確認を受けることが必要(未使用の検定済、検査済の同じものと取り替える場合を除く) 

[注２] 定期的検査以外の際に取り替える場合は、機構の確認を受けることが必要 

[注３] 機構の確認を受けることが必要 

[注４] 有効な無線設備とは、「漁業無線」、「国際 VHF(5W 型国際 VHF※を含む。)」、「ﾜｲﾄﾞｽﾀｰﾏﾘﾝﾎﾝ等(自動追尾機能要)」、「ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ FB」、｢ｲﾘｼﾞｳﾑ、

Isat Phone Pro、Isat Phone 2、Oceana 800 及びｽﾗﾔ衛星電話（国内で無線局免許を取得した電気通信事業者のものに限る。）｣、「携帯・自

動車電話(当該船舶の航行区域が電話のｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ内にあるものに限る。)」、「EPIRB」及び「持運び式双方向無線電話装置」をいう。 

[注５] 有効な無線設備とは、「漁業無線」、「国際 VHF(5W 型国際 VHF※を除く。)」、「ﾜｲﾄﾞｽﾀｰﾏﾘﾝﾎﾝ等(自動追尾機能要)」、「ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ FB」、｢ｲﾘｼﾞｳﾑ、

Isat Phone Pro、Isat Phone 2、Oceana 800 及びｽﾗﾔ衛星電話（国内で無線局免許を取得した電気通信事業者のものに限る。）｣及び

「EPIRB」をいう。また、「携帯・自動車電話(PHS 等を除く。)」を備える船舶は、１個減ずることができる。 

[注６] 無線電信等を備える船舶その他の有効な通信設備を有する船舶とは、「HF 無線電話、HF直接印刷電信、HF ﾃﾞｼﾞﾀﾙ選択呼出装置又は HF ﾃﾞｼﾞﾀ

ﾙ選択呼出聴守装置」、「ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ直接印刷電信又はｲﾝﾏﾙｻｯﾄ無線電話」、「MF 無線電話又は MF ﾃﾞｼﾞﾀﾙ選択呼出装置」、「SSB 無線電話」、「27MHz

無線電話」、「40MHz 無線電話」、「150MHz 無線電話(国際 VHF(5W 型国際 VHF※を除く。))」、「ﾜｲﾄﾞｽﾀｰﾏﾘﾝﾎﾝ等(自動追尾機能要)」、「ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ

FB」及び｢ｲﾘｼﾞｳﾑ、Isat Phone Pro、Isat Phone 2、Oceana 800 及びｽﾗﾔ衛星電話（国内で無線局免許を取得した電気通信事業者のものに限

る。）｣を備える船舶をいう。 

[注７] 適切な航海用参考図等とは、(一財)日本水路協会発行の「ﾖｯﾄ･ﾓｰﾀﾎﾞｰﾄ用参考図」、「ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾎﾞｰﾄ･小型船用港湾案内(S ｶﾞｲﾄﾞ(ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ版)は当該 PDF

ﾌｧｲﾙを印刷したものに限る)」、「航海用電子参考図(new pec) (印刷物は除く)」、(株)ﾏｯﾌﾟﾙ･ｵﾝが提供する「航海支援ｱﾌﾟﾘ（new pec smart) (ﾌﾟﾚﾐｱﾑ

会員登録されたもの･印刷物は除く)」、ﾔﾏﾊ中国㈱発行の「ｸﾙｰｼﾞﾝｸﾞﾏｯﾌﾟ」（絶版）及び(株)ﾏｯｸﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ発行の「ｸﾙｰｼﾞﾝｸﾞﾏｯﾌﾟ ｲﾝ 大阪湾」をいう。 

※「5W型国際 VHF」とは、「5W出力型 VHF 無線電話 (ﾏﾘﾝ VHFを含む。) ただし、16ch (156.8MHz) (緊急通信用) 付き」のものを示す。 

【法定備品の整備について】 
(1) 救命設備：定期検査及び中間検査（５ﾄﾝ以上の旅客船の場合は定期検査及び定期検査後の２回目又は３回目のいずれかの中間検査時期に

１回）において、小型船舶用膨脹式救命いかだ、小型船舶用膨脹式救命浮器、自動離脱装置は整備が必要となります。 
(2) GMDSS 設備等：定期検査及び中間検査（５ﾄﾝ以上の旅客船の場合は定期検査及び定期検査後の２回目又は３回目のいずれかの中間検査時

期に１回）の時期において、小型船舶用 EPIRB、小型船舶用レーダー・トランスポンダー、持運び式双方向無線電話装置、HF デジタル選

択呼出装置及び HF デジタル選択呼出聴取装置は整備が必要となります。 

【その他の検査の準備について】 
(1) 航行区域が沿海区域の場合 

・機関の運転時間及び保守整備の状況により、機関の解放、補機器類の解放(機関を解放するものに限る。) 及びプロペラ軸の抜き出しの準

備 (機関を解放するものに限る。) が必要になります。 
(2) 航行区域が沿海区域で検査の種類が定期検査の場合 
・船体の上架、弁及びコック等の解放並びに舵の確認の準備が必要になります。 

(3) 航行区域が沿海区域で検査の種類が中間検査の場合 
・船体の上架、弁及びコック等の解放並びに舵の確認の準備が必要になります。ただし、次の２つの条件を満足する場合、上架検査等を省

略し浮上検査で受検することができます。 
「当該検査から１年以内の船長の上架点検の結果」及び「当該検査での船体内部検査及び浮上検査の結果」から検査員が問題ないと認め

た場合、上架検査等を省略できます。 
(4) 航行区域が沿岸区域及び二時間限定沿海区域以上で検査の種類が定期検査の場合 

・電気機器及び電路を有する船舶は、絶縁抵抗試験の準備が必要になります。（ただし、供給電圧が 35Ｖ以下で船質がＦＲＰ及びゴム等不

導体の船舶を除く。） 
＊詳しくは最寄りの支部までお尋ね下さい。 

【航海用レーダー反射器の適用について】（別表 1） 
建造又は建造に 
着手された年月日 平成 6 年 11 月 3 日まで 平成 6 年 11 月 4 日から 

平成 14 年 6 月 30 日まで 
平成 14 年 7 月 1 日から 
平成 22 年 9 月 30 日まで 平成 22 年 10 月 1 日以降 

技術基準  旧基準 (※1)又は新基準 (※2) 新基準 (※2) 

備付け基準 同反射器の備付けは 
要しない 

次のいずれかの場合は、同反射器の

備付けを要しない 
➢ 航海灯の備付けを要しない場合 
➢ 船質が鋼製又はｱﾙﾐ製の場合 
➢ 特定の水域 (※3)を航行しない場合 
➢ 小型漁船安全規則のみ適用の場合 

次のいずれかの場合は、同

反射器の備付けを要しない 
➢  航海灯の備付けを要し

ない場合 
➢  湖川のみを航行する場

合 

次のいずれかの場合は、同

反射器の備付けを要しない 
➢  航海灯の備付けを要し

ない場合 
➢  湖川のみを航行する場

合 
※1：『旧基準』とは、360°のうち 240°以上にわたってﾚｰﾀﾞｰ断面積が 0.3 ㎡以上のことをいう。 
※2：『新基準』とは、360°のうち 240°以上にわたってﾚｰﾀﾞｰ断面積が 2.5 ㎡以上で、かつ、ﾚｰﾀﾞｰ断面積が 2.5 ㎡未満となる方向が 10°以上連

続しないことをいう。 
※3：『特定の水域』とは、海上交通安全法第 1 条第 2 項に規定する同法を適用する海域（ただし、瀬戸内海にあっては、同法第 2 条に定める航路及び船

舶安全法施行規則第 1 条第 6 項第 7 号に規定する水域であって、海上交通安全法第 1 条第 2 項に規定する同法を適用する海域に限る。）をいう。 



３．小型帆船（単胴型及び多胴型のプレジャｰヨット）                             令和 6年 2月現在 

区

分 

航行区域 

法定備品 
平水、限定沿海 

及び沿岸 
沿    海 近海以上 備     考 

係

船

設

備 

係船索（ﾛｰﾌﾟ） ２本 ２本 ２本 －－－ 

ｱﾝｶｰ（いかり） １個 １個 １個 ･ ①湖川港内のみを航行水域とする船舶、②渡船

などで桟橋から桟橋に着ける船舶及び③岸壁、

桟橋に係留し錨泊の必要のない船舶は不要 ｱﾝｶｰﾁｪﾝ又は索（ﾛｰﾌﾟ） １本 １本 １本 

救 

 

 

          

命 

 

 

          

設 

 

 

          

備 

小型船舶用膨脹式救命

いかだ 

右記 

以外 

限沿５ﾄﾝ以

上５海里超 

定員の 100％ 

*1 
定員の 100％ 

・小型船舶用救命浮器でもよい(近海以上を

除く)[注１] 

*1 第２種小型帆船[注９]で不沈性を有する

ものは不要 

*2 有効な信号を発信できる設備([注４])を

備えるものは不要[注２] 

－－ 
100％ 

*1 *2 

小型船舶用救命胴衣 

 

 

定員と同数 *1 *2 

 

 
搭載可能な胴衣の TYPE

は次のとおり 

・TYPE A 

・TYPE D 

・TYPE B *3 

・TYPE C *3 

・TYPE E *3 

・TYPE F *3 

・TYPE G *3 *4 

 

 

定員と同数 

 

 
搭 載 可 能 な 胴 衣 の

TYPEは次のとおり 

 

・TYPE Aのみ 

 

 

定員と同数 

 

 
搭 載 可 能 な 胴 衣 の

TYPEは次のとおり 

 

・TYPE Aのみ 

*1 平水は救命ｸｯｼｮﾝでもよい 

*2 平水は最大搭載人員を収容しうる小型船

舶用救命いかだ又は小型船舶用救命浮器を

備える場合は不要[注１] 

*3 不沈性及びｷﾙｽｲｯﾁを有する船舶([注３])に限る 

*4 平水に限る 

・｢TYPE A｣から｢TYPE G｣の胴衣の違いは次のとおり 
TYPE A…胴衣の要件を全て満足するもの 

TYPE B…反射材の要件が省略されたもの 

TYPE C…笛及び反射材の要件が省略されたもの 

TYPE D…色の要件が省略されたもの 

TYPE E…色及び反射材の要件が省略されたもの 

TYPE F…色、笛及び反射材の要件が省略されたもの 

TYPE G…浮力がやや少ないために着やすくなっているもの 

小型船舶用救命浮環 １個 * ２個 * ２個 * 小型船舶用救命浮輪でもよい[注１] 

信号紅炎 －－－ １個 ２個 ・小型船舶用信号紅炎による代替不可 

小型船舶用信号紅炎 

右記以外 沿岸 

－－－ －－－ 

・航行区域が川のみに限定されているものは不要 

* 有効な無線設備([注５])を備えるものは不

要[注１] 

１ｾｯﾄ * 

(２個入) 

１ｾｯﾄ 

(２個入) 

小型船舶用自己点火灯 －－－ １個 １個 －－－ 

小型船舶用自己発煙信号 －－－ １個 １個 －－－ 

小型船舶用火せん 右記以外 沿岸 ２個 ４個 * 有効な無線設備([注６])を備えるものは不

要[注１] －－ ２個 * 

発煙浮信号 －－－ １個 ２個 －－－ 

小型船舶用衛星利用非常用位

置指示無線標識装置（EPIRB） 
－－－ １個 *1 １個 

*1 長さ 12ｍ未満は不要 

*2 第２種小型帆船[注９]で、ﾚｰﾀﾞｰ反射器

(最高ﾚｰﾀﾞｰ断面積が６ｍ2以上のもの又は

いかだのぎ装品として備え付けられるも

の)を備える場合は不要[注２] 

小型船舶用ﾚｰﾀﾞｰ・ﾄﾗﾝｽﾎﾟ

ﾝﾀﾞｰ（SART）又は小型船

舶用捜索救助用位置指示

送信装置（AIS-SART） 

－－－ １個 *1 *2 １個 *2 

持運び式双方向 

無線電話装置 
－－－ １個 *1 *2 １個 *3 

*1 国際航海するものに限る 

*2 長さ 12ｍ未満は不要 

*3 近海以上の航行区域を有する平成６年 11

月３日迄に建造され又は建造に着手された

長さ 12ｍ未満は不要 

無 

 

線 

 

設 

 

備 

無線電信又は無線電話 －－－ １個 * １個 

・詳細は別表参照のこと 

・第２種小型帆船[注９]でｱﾏﾁｭｱ無線、SSB((公

財)日本ｾｰﾘﾝｸﾞ連盟の運用する HF 海岸局との

間で連絡することができる HF 無線電話)又は

ｲﾘｼﾞｳﾑを備えているものは免除[注２] 

・HF 無線電話、HF 直接印刷電信、A3 水域内

のみを航行する場合はｲﾝﾏﾙｻｯﾄ、又は A2 水

域内の通信範囲内に限り認められる設備

(N-STAR 船舶衛星電話)等のいずれか１台 

* 沿海区域の長さ 12ｍ未満は不要 

消
防
設
備 

小型船舶用粉末消火器

又は小型船舶用液体消

火器 

１個 * ２個 ３個 

・無人の機関室には船舶用自動拡散型消火器

を機関室の容積相当数備えること(この場

合は１個のみ減じてよい) 

* 赤ﾊﾞｹﾂ等を備えるものは消火器を１個減じてよい 

排
水
設
備 

ﾋﾞﾙｼﾞﾎﾟﾝﾌﾟ(電動又は手動) －－－ １台 １台 
・吸引能力は 1 時間あたり軽荷排水量(ﾄﾝ)に

0.05を乗じた容積(m3)以上 

ﾊﾞｹﾂ及びあかくみ 各１個 －－－ －－－ ・ﾋﾞﾙｼﾞﾎﾟﾝﾌﾟを備えるものは不要 

・船外機船はﾊﾞｹﾂ１個でよい(消防用と兼用可) 



区

分 

航行区域 

法定備品 
平水、限定沿海 

及び沿岸 
沿    海 近海以上 備     考 

航 

 

 

 

 

 

               

海 

 

 

 

 

 

               

用 

 

 

 

 

 

               

具 
 

汽笛及び号鐘 各１個 各１個 各１個 
・ 汽笛は全長 12ｍ未満不要 

・ 号鐘は全長 20ｍ未満不要 

音響信号器具 １個 * １個  １個 
・汽笛を備えているものは不要 

* 笛でも可（操船者に救命胴衣の常時着用義務が適用され

る船舶は常時着用する小型船舶用救命胴衣の笛でも可） 

船速測定器具 －－－ －－－ １個 
・手用測程具(砂漏計含む）、ﾊﾟﾃﾝﾄﾛｸﾞ、ﾄﾞｯ

ﾌﾟﾗｰﾛｸﾞ又は GPSでもよい 

ﾗｼﾞｵ 
右記以外 沿岸 

１台 －－－ 

・中波帯又は短波帯の放送を受信可能なもの 

・無線電信等を備える船舶その他の有効な通信

設備([注７])を有する船舶には不要[注２] －－ １台 

ｺﾝﾊﾟｽ 
右記以外 沿岸 

１個 １個 
* 自船の位置(１秒を単位とする緯度経度)及び進行

方向が表示できるGPSを備えている場合は不要 －－ １個 * 

船 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

灯 

ﾏｽﾄ灯  

*1 *5 *8 
１個 *3 １個 １個 

・機付帆船は動力船に含む 

*1 無動力帆船は不要 

*2 無動力帆船で全長 20ｍ未満のものは第一種

三色灯１個、全長 12ｍ未満のものは第二種

三色灯１個、全長７ｍ未満のものは携帯用

白灯１個でよい 

*1 *2 動力船で全長７ｍ未満７ﾉｯﾄ以下のものは第二

種白灯以上(停泊灯と兼用可)１個でよい 

*3 夜間航行が禁止されているものは不要 

*4 全長 12ｍ未満のものであって港域、航路等

を頻繁に航行しないものは省略できる 

*5 全長 20ｍ以上は第二種ﾏｽﾄ灯以上 

全長 12ｍ以上 20ｍ未満は第三種ﾏｽﾄ灯以上 

全長 12ｍ未満は第四種ﾏｽﾄ灯以上 

*6 全長 12ｍ以上は第二種 舷
げん

灯以上 

全長 12ｍ未満は第三種 舷
げん

灯以上 

全長 20ｍ以上は内側隔板を取り付ける 

*7 全長 20ｍ未満は第一種両色灯で可 

全長 12ｍ未満は第二種両色灯で可 

*8 全長 12ｍ未満のもので、三色灯を備えるものはﾏ

ｽﾄ灯及び船尾灯に代えて、三色灯を備えないもの

はﾏｽﾄ灯に代えて第二種白灯以上(停泊灯と兼用

可)1個でよい 

・航行区域が湖川のみ(航洋船が航行する水域

を除く)に限定され、夜間航行するものは白

色灯１個でよい 

舷
げん

灯又は両色灯 

*2 *6 *7 

１対(１個) 

*3 
１対(１個) １対(１個) 

船尾灯  

*2 *8 
１個 *3 １個 １個 

停泊灯 １個 *3 １個 １個 

紅灯     *4 ２個 *3 ２個 ２個 

黒色球形形象物 ３個 * ３個 ３個 

・全長 12ｍ未満のものは次のものを除き不要 

① 港域、航路等を頻繁に航行するものは２個 

② 錨泊するもの(全長７ｍ未満のものは狭い水

道等で錨泊するものに限る)は１個 

・全長 20ｍ以上のものは直径 600mm 以上 

* 湖川のみ(航洋船が航行する水域を除く)を航

行する帆船は不要 

黒色円すい形形象物 １個 * １個 １個 

・無動力帆船には不要 

* 湖川のみ(航洋船が航行する水域を除く)を航

行する帆船は不要 

国際信号旗 －－－ NC旗 NC旗 －－－ 

海図 

右記以外 沿岸 

１式 １式 

・有効な電子海図情報装置を備えるものは不要 

* 適切な航海用参考図等を備えるものは不要[注８] 

* 海上保安庁刊行の電子海図(ENC)を表示する小型

船舶用衛星航法装置(GPS)を備える場合不要(た

だし、検査機関が認めるものに限る) 

－－ １式 * 

航海用ﾚｰﾀﾞｰ反射器 

(ﾚｰﾀﾞｰﾘﾌﾚｸﾀ) 
１個 １個 １個 

・夜間航行が禁止されている船舶は不要 

・湖川のみを航行する船舶は不要 

・適用の詳細については別表 1による 

HF ﾃﾞｼﾞﾀﾙ選択呼出装置

及び HF ﾃﾞｼﾞﾀﾙ選択呼出

聴守装置 

(DSC/DSCWR) 

－－－ １式 １式 

・A3水域又は A4水域を航行するものに必要 

・ｲﾝﾏﾙｻｯﾄを備えるものは不要 

・第２種小型帆船[注９]でｱﾏﾁｭｱ無線、SSB((公

財)日本ｾｰﾘﾝｸﾞ連盟の運用する HF 海岸局との

間で連絡することができる HF 無線電話)及び

ｲﾘｼﾞｳﾑにより無線を免除されているもの又は

無線設備の義務付けがないものは不要[注２] 

ｽﾄｰﾑｼﾞﾌﾞ －－－ １個 １個 －－－ 



区

分 

航行区域 

法定備品 
平水、限定沿海 

及び沿岸 
沿    海 近海以上 備     考 

一

般

備

品 

ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ １組 １組 １組 －－－ 

ﾚﾝﾁ １組 １組 １組 · ﾓﾝｷﾚﾝﾁ１個でも可 

ﾌﾟﾗｲﾔｰ １個 １個 １個 －－－ 

ﾌﾟﾗｸﾞﾚﾝﾁ １個 １個 １個 · 火花点火機関に限る 

表 

示 

最大搭載人員表示 必要 必要 必要 
・旅客定員を有し不特定多数の人が乗船する場合

「（旅客 人）」の表示の併記が必要 

救命胴衣｢格納･着用｣表示 必要 必要 必要 
・ディンギー等で救命胴衣の格納場所がなく、

容易に視認できる場所に積付けるものは「格

納場所」の表示省略可 

[注１] 定期的検査以外の際に取り替える場合は、機構の確認を受けることが必要(未使用の検定済、検査済の同じものと取り替える場合を除く) 

[注２] 定期的検査以外の際に取り替える場合は、機構の確認を受けることが必要 

[注３] 機構の確認を受けることが必要 

[注４] 有効な信号を発信できる設備とは、「EPIRB」、「持運び式双方向無線電話装置」、「漁業無線」、「国際 VHF(5W 型国際 VHF※を含む。)」、「ﾜｲﾄﾞｽﾀｰﾏﾘﾝ

ﾎﾝ等(自動追尾機能要)」、「ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ FB」及び｢ｲﾘｼﾞｳﾑ、Isat Phone Pro、Isat Phone 2、Oceana 800 及びｽﾗﾔ衛星電話（国内で無線局免許を取得

した電気通信事業者のものに限る。）｣をいう。 

[注５] 有効な無線設備とは、「漁業無線」、「国際 VHF(5W型国際 VHF※を含む。)」、「ﾜｲﾄﾞｽﾀｰﾏﾘﾝﾎﾝ等(自動追尾機能要)」、「ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ FB 」、｢ｲﾘｼﾞｳﾑ、

Isat Phone Pro、Isat Phone 2、Oceana 800 及びｽﾗﾔ衛星電話（国内で無線局免許を取得した電気通信事業者のものに限る。）｣、「携帯・自

動車電話(当該船舶の航行区域が電話のｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ内にあるものに限る。)」、「EPIRB」及び「持運び式双方向無線電話装置」をいう。 

[注６] 有効な無線設備とは、「漁業無線」、「国際 VHF(5W 型国際 VHF※を除く。)」、「ﾜｲﾄﾞｽﾀｰﾏﾘﾝﾎﾝ等(自動追尾機能要)」、「ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ FB」、｢ｲﾘｼﾞｳﾑ、

Isat Phone Pro、Isat Phone 2、Oceana 800 及びｽﾗﾔ衛星電話（国内で無線局免許を取得した電気通信事業者のものに限る。）｣及び

「EPIRB」をいう。また、「携帯・自動車電話(PHS 等を除く。)」を備える船舶は、１個減ずることができる。 

[注７] 無線電信等を備える船舶その他の有効な通信設備を有する船舶とは、「HF 無線電話、HF直接印刷電信、HF ﾃﾞｼﾞﾀﾙ選択呼出装置又は HF ﾃﾞｼﾞﾀ

ﾙ選択呼出聴守装置」、「ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ直接印刷電信又はｲﾝﾏﾙｻｯﾄ無線電話」、「MF 無線電話又は MF ﾃﾞｼﾞﾀﾙ選択呼出装置」、「SSB 無線電話」、「27MHz

無線電話」、「40MHz 無線電話」、「150MHz 無線電話(国際 VHF(5W 型国際 VHF※を除く。))」、「ﾜｲﾄﾞｽﾀｰﾏﾘﾝﾎﾝ等(自動追尾機能要)」、「ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ

FB」及び｢ｲﾘｼﾞｳﾑ、Isat Phone Pro、Isat Phone 2、Oceana 800 及びｽﾗﾔ衛星電話（国内で無線局免許を取得した電気通信事業者のものに限

る。）｣の無線設備を備える船舶をいう。 

[注８] 適切な航海用参考図等とは、(一財)日本水路協会発行の「ﾖｯﾄ･ﾓｰﾀﾎﾞｰﾄ用参考図」、「ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾎﾞｰﾄ･小型船用港湾案内(S ｶﾞｲﾄﾞ(ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ版)は当該 PDF

ﾌｧｲﾙを印刷したものに限る)」、「航海用電子参考図(new pec) (印刷物は除く)」、(株)ﾏｯﾌﾟﾙ･ｵﾝが提供する「航海支援ｱﾌﾟﾘ（new pec smart) (ﾌﾟﾚﾐｱﾑ

会員登録されたもの･印刷物は除く)」、ﾔﾏﾊ中国㈱発行の「ｸﾙｰｼﾞﾝｸﾞﾏｯﾌﾟ」（絶版）及び(株)ﾏｯｸﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ発行の「ｸﾙｰｼﾞﾝｸﾞﾏｯﾌﾟ ｲﾝ 大阪湾」をいう。 

[注９] 第２種小型帆船とは、旅客定員を有さない小型帆船をいう。 

※ 「5W 型国際 VHF」とは、「5W 出力型 VHF無線電話 (ﾏﾘﾝ VHF を含む。) ただし、16ch (156.8MHz) (緊急通信用) 付き」のものを示す。 

【法定備品の整備について】 
(1) 救命設備：定期検査及び中間検査において、小型船舶用膨脹式救命いかだ、小型船舶用膨脹式救命浮器、自動離脱装置は整備が必要となります。 
(2) GMDSS 設備等：定期検査及び中間検査において、小型船舶用 EPIRB、小型船舶用レーダー・トランスポンダー、持運び式双方向無線電

話装置、HF デジタル選択呼出装置及び HF デジタル選択呼出聴取装置は整備が必要となります。 

【その他の検査の準備について】 
(1) 航行区域が沿海区域以遠で検査の種類が定期検査の場合 

・船体の上架、弁及びコック等の解放が必要になります。 
・電気機器及び電路については絶縁抵抗試験の準備が必要になります。(ただし、供給電圧が 35Ｖ以下で船質がＦＲＰ及びゴム等不導体の

船舶を除く。) 
(2) 航行区域が沿海区域以遠で検査の種類が中間検査の場合 

・船体の上架、弁及びコック等の解放並びに舵の確認の準備が必要になります。ただし、次の２つの条件を満足する場合、上架検査等を省

略し浮上検査で受検することができます。 
「当該検査から１年以内の船長の上架点検の結果」及び「当該検査での船体内部検査及び浮上検査の結果」から検査員が問題ないと認め

た場合、上架検査等を省略できます。 
＊詳しくは最寄りの支部までお尋ね下さい。 

【航海用レーダー反射器の適用について】（別表 1） 
建造又は建造に 
着手された年月日 平成 6 年 11 月 3 日まで 平成 6 年 11 月 4 日から 

平成 14 年 6 月 30 日まで 
平成 14 年 7 月 1 日から 
平成 22 年 9 月 30 日まで 平成 22 年 10 月 1 日以降 

技術基準  旧基準 (※1)又は新基準 (※2) 新基準 (※2) 

備付け基準 同反射器の備付けは 
要しない 

次のいずれかの場合は、同反射器の

備付けを要しない 
➢ 航海灯の備付けを要しない場合 
➢ 船質が鋼製又はｱﾙﾐ製の場合 
➢ 特定の水域 (※3)を航行しない場合 
➢ 小型漁船安全規則のみ適用の場合 

次のいずれかの場合は、同

反射器の備付けを要しない 
➢  航海灯の備付けを要し

ない場合 
➢  湖川のみを航行する場

合 

次のいずれかの場合は、同

反射器の備付けを要しない 
➢  航海灯の備付けを要し

ない場合 
➢  湖川のみを航行する場

合 
※1：『旧基準』とは、360°のうち 240°以上にわたってﾚｰﾀﾞｰ断面積が 0.3 ㎡以上のことをいう。 
※2：『新基準』とは、360°のうち 240°以上にわたってﾚｰﾀﾞｰ断面積が 2.5 ㎡以上で、かつ、ﾚｰﾀﾞｰ断面積が 2.5 ㎡未満となる方向が 10°以上連

続しないことをいう。 
※3：『特定の水域』とは、海上交通安全法第 1 条第 2 項に規定する同法を適用する海域（ただし、瀬戸内海にあっては、同法第 2 条に定める航路

及び船舶安全法施行規則第 1 条第 6 項第 7 号に規定する水域であって、海上交通安全法第 1 条第 2 項に規定する同法を適用する海域に限る。）

をいう。 



４．小型漁船                                                令和 6年 2月現在 

区

分 

航行区域 

法定備品 

第１種 

小型漁船 

第２種 

小型漁船 
備    考 

係

船

設

備 

係船索（ﾛｰﾌﾟ） ２本 ２本 －－－ 

ｱﾝｶｰ（いかり） １個* １個 *定置網等操業区域が特定されておりかつその海域が

近距離であって錨泊しないものは不要 
ｱﾝｶｰﾁｪﾝ又は索(ﾛｰﾌﾟ) １本* １本 

救 
 
 
 
 

命 
 
 
 
 
 

設 
 
 
 
 
 

備 

小型船舶用膨脹式救命いかだ －－－ 定員の 100％ －－－ 

小型船舶用救命胴衣 定員と同数 * 定員と同数 

・胴衣は、胴衣の要件を全て満足するもの(｢TYPE A｣

という)に限る 

* 小型船舶用救命いかだ又は小型船舶用救命浮器を

備えているものは、それらの定員と同数分の救命

胴衣を減ずることができる[注１] 

小型船舶用救命浮環 １個 * ２個 * 小型船舶用救命浮輪でもよい[注１] 

小型船舶用信号紅炎 １ｾｯﾄ(２個入り) * －－－ 

* 漁業無線等の無線電話(最遠操業海域において陸上

と交信できるものは又は、集団操業を行う小型漁

船の場合は、漁業無線等有効な通信設備)を備える

ものは不要[注２] 

小型船舶用自己点火灯 －－－ １個 －－－ 

小型船舶用自己発煙信号 －－－ １個 －－－ 

小型船舶用火せん －－－ ６個 －－－ 

発煙浮信号 －－－ －－－ －－－ 

小型船舶用衛星利用非常用位置

指示無線標識装置（EPIRB） 
－－－ １個 

・無線電信等を免除された搭載艇は不要 

小型船舶用ﾚｰﾀﾞｰ・ﾄﾗﾝｽﾎﾟﾝﾀﾞｰ

（SART）又は小型船舶用捜索救助用

位置指示送信装置（AIS-SART） 

－－－ １個 ・無線電信等を免除された搭載艇は不要 

無 
 

線 
 

設 
 

備 

無線電信又は無線電話 １個 １個 

・詳細は別表参照のこと 

・100海里以内のみで従業するものは不要 

・航行する水域により次に掲げる無線電信等のうち

いずれか１台 

① A4水域:HF無線電話又は HF直接印刷電信 

② A3 水域:ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ無線電話(ﾐﾆ M、fleet F33､

fleet F55以外)、ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ直接印刷電信又は①に

掲げる無線電信等 

③ A2 水域:MF 無線電話、MF 直接印刷電信、SSB

無線電話、通信範囲内に限り認められる設備

(N-STAR 衛星船舶電話)又は①、②に掲げる無線

電信等 

消 

防 
設 

備 

小型船舶用粉末消火器又は 

小型船舶用液体消火器 

２個 *1 

     *2 
４個 

・機関室及び居住区域に備え付ける数の合計 

・無人の機関室には船舶用自動拡散型消火器を機関室の容

積相当数備えること(この場合は１個のみ減じてよい) 

*1 赤色の消防用手おけ又はﾊﾞｹﾂを備えるものは消火器

を１個減じてもよい 

*2 船外機船の場合は１個減じてよい 

予備消火剤 －－－ ２個分 
・規定数以上の消火器に充てんされている消火剤で

もよい 

排
水
設
備 

ﾋﾞﾙｼﾞﾎﾟﾝﾌﾟ(動力又は手動) １台 * 各１台 

* 船外機船はあかくみ及びﾊﾞｹﾂ(消防用と兼用可)各

１個でよい 

機

関

設

備 

噴射弁 －－－ １個 
・同型の機関が２基以上の場合は不要 

*1 漁業無線等有効な通信設備を有するものは不要

[注２] 

*2噴射管が付かない構造の物は不要 

*3火花点火機関に限る 

噴射ﾎﾟﾝﾌﾟの動作部分 

(ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ、弁、ﾊﾞﾈ等) 
－－－ １噴射ﾎﾟﾝﾌﾟ分 

噴射管及び接合金具 *2 
各種の形状及び 

寸法のもの各１個 *1 

各種の形状及び 

寸法のもの各１個 

点火ﾌﾟﾗｸﾞ *3 １個 *1 １個 

航

海

用

具 

汽笛及び号鐘 各１個 各１個 
・汽笛は全長 12ｍ未満不要 

・号鐘は全長 20ｍ未満不要 

音響信号器具 １個 １個 ・号鐘又は汽笛を備えているものは不要 

双眼鏡 －－－ １個 －－－ 

気圧計 －－－ １個 －－－ 

ｺﾝﾊﾟｽ １個 １個 －－－ 

 



区

分 

航行区域 

法定備品 

第１種 

小型漁船 

第２種 

小型漁船 
備    考 

航 
 
 
 
 

海 
 
 
 
 

用 
 
 
 
 

具 

船 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

灯 

ﾏｽﾄ灯  

 *1 *2 *3 
１個 １個 

*1 全長７ｍ未満かつ速力７ﾉｯﾄ以下のもので、備考

－１に掲げるものはﾏｽﾄ灯に代えて、それ以外の

ものはﾏｽﾄ灯、舷
げん

灯又は両色灯に代えて第二種白

灯以上(停泊灯と兼用可)１個でよい 

*2 全長 12ｍ未満のもので漁船の備考－１に掲げる

ものにあってはﾏｽﾄ灯に代えて、それ以外のもの

にあってはﾏｽﾄ灯及び船尾灯に代えて第二種白灯

以上(停泊灯と兼用可)１個でよい 

*3全長 20ｍ以上は第二種ﾏｽﾄ灯以上 

全長 12ｍ以上 20ｍ未満は第三種ﾏｽﾄ灯以上 

全長 12ｍ未満は第四種ﾏｽﾄ灯以上 

*4全長 12ｍ以上は第二種舷
げん

灯以上 

全長 12ｍ未満は第三種舷
げん

灯以上 

全長 20ｍ以上のものは内側隔板を取り付ける 

*5全長 20ｍ未満は第一種両色灯で可 

全長 12ｍ未満は第二種両色灯で可 

舷
げん

灯又は両色灯 

*1 *4 *5 

１対 

(１個) 

１対 

(１個) 

船尾灯  

 *1 *2 
１個 １個 

停泊灯 １個 １個 

紅灯 ２個 ２個 

漁業灯 １式 １式 ・備考－１を参照のこと 

漁業形象物 １式 １式 ・備考－１を参照のこと 

黒色球形形象物 ３個 ３個 
・全長 12ｍ未満のものは２個でよい 

・全長 20ｍ以上のものは直径 600mm以上 

黒色円すい形形象物 １個 １個 ・帆を有しないものは不要 

国際信号旗 －－－ ＮＣ旗 －－－ 

ｼｰ･ｱﾝｶｰ －－－ １個 －－－ 

海図 －－－ １式 ・有効な電子海図情報表示装置を備えるものは不要 

航海用ﾚｰﾀﾞｰ反射器 

(ﾚｰﾀﾞｰﾘﾌﾚｸﾀ) 
１個 １個 

・平成 14 年 6 月 30 日迄に建造又は建造に着手され

た船舶は不要 

・適用の詳細は別表 2による 

HF ﾃﾞｼﾞﾀﾙ選択呼出装置及び HF ﾃﾞ

ｼﾞﾀﾙ選択呼出聴守装置 

(DSC/DSCWR) 

１式 １式 

・A3又は A4水域を航行するもののみ必要 

・100 海里以内でのみで従業するもの又は無線を免

除されているものは不要 

・ｲﾝﾏﾙｻｯﾄを備えるものは不要 

・平成 7 年 1 月 31日迄に建造され、又は建造に着手さ

れた船舶は「操業の安全確保の為の通信に関する申

し合わせ事項」(「対象船舶一覧表」に当該漁船が記

載されているもの)を船内に備える場合は不要[注２] 

そ
の
他 

ｱﾝﾓﾆｱ防毒ﾏｽｸ ２個以上 ２個以上 ・ｱﾝﾓﾆｱ式冷却機の設備を有するものに限る 

一
般
備
品 

ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ １組 １組 －－－ 

ﾚﾝﾁ １組 １組 ・ﾓﾝｷﾚﾝﾁ１個でも可 

ﾌﾟﾗｲﾔｰ １個 １個 －－－ 

ﾌﾟﾗｸﾞﾚﾝﾁ １個 １個 ・火花点火機関に限る 

表 
示 救命胴衣｢格納･着用｣表示 必要 必要 －－－ 

 [注１] 定期的検査以外の際に取り替える場合は、機構の確認を受けることが必要(未使用の検定済、検査済の同じものと取り替える場合を除く) 

[注２] 定期的検査以外の際に取り替える場合は、機構の確認を受けることが必要 

【法定備品の整備について】 
(1) 救命設備：定期検査及び中間検査において小型船舶用膨脹式救命いかだ、小型船舶用膨脹式救命浮器、自動離脱装置は整備が必要となります。 
(2) GMDSS 設備等：定期検査及び中間検査において小型船舶用 EPIRB、小型船舶用レーダー・トランスポンダー、持運び式双方向無線電話

装置、HF デジタル選択呼出装置及び HF デジタル選択呼出聴取装置は整備が必要となります。 
＊詳しくは最寄りの支部までお尋ね下さい。 

【その他の検査の準備について】 
(1) 第１種小型漁船で検査の種類が定期検査の場合 
・船体の上架、弁及びコック等の解放並びに舵の確認の準備が必要になります。ただし、次の２つの条件を満足する場合、上架検査等を省略

し浮上検査で受検することができます 
「当該検査から１年以内の船長の上架点検の結果」及び「当該検査での船体内部検査及び浮上検査の結果」から検査員が問題ないと認めた

場合、上架検査等を省略できます。 
・電気機器及び電路については絶縁抵抗試験の準備が必要になります。(ただし、供給電圧が 35Ｖ以下で船質がＦＲＰ及びゴム等不導体の船

舶を除く。) 



・機関の保守整備の状況により、機関の解放、補機器類の解放(機関を解放するものに限る。) 及びプロペラ軸の抜き出しの準備 (機関を解放

するものに限る。) が必要になります。ただし、当該検査で主機及び補機の作動試験等の結果が良好な場合であって、かつ、当該検査から

１年以内の機関整備点検の記録から判断して問題ないと検査員が認めた場合は機関の解放、補機器類の解放及びプロペラ軸の抜き出しの準

備を省略することができます。 
(2) 第１種小型漁船で検査の種類が中間検査の場合 
・船体の上架、弁及びコック等の解放並びに舵の確認の準備が必要になります。ただし、次の２つの条件を満足する場合、上架検査等を省略

し浮上検査で受検することができます 
「当該検査から１年以内の船長の上架点検の結果」及び「当該検査での船体内部検査及び浮上検査の結果」から検査員が問題ないと認めた

場合、上架検査等を省略できます。 
・機関の保守整備の状況により、機関の解放、補機器類の解放(機関を解放するものに限る。) 及びプロペラ軸の抜き出しの準備 (機関を解放

するものに限る。) が必要になります。ただし、当該検査で主機及び補機の作動試験等の結果が良好な場合であって、かつ、当該検査から

１年以内の機関整備点検の記録から判断して問題ないと検査員が認めた場合は機関の解放、補機器類の解放及びプロペラ軸の抜き出しの準

備を省略することができます。 
(3) 第２種小型漁船で検査の種類が定期検査の場合 
・船体の上架、弁及びコック等の解放並びに舵の確認の準備が必要になります。 
・電気機器及び電路については絶縁抵抗試験の準備が必要になります。(ただし、供給電圧が 35Ｖ以下で船質がＦＲＰ及びゴム等不導体の船

舶を除く。) 
・機関の運転時間及び保守整備の状況により、機関の解放、補機器類の解放(機関を解放するものに限る。) 及びプロペラ軸の抜き出し等の準

備 (機関を解放するものに限る。) が必要になります。 
(4) 第２種小型漁船で検査の種類が中間検査の場合 
・船体の上架、弁及びコック等の解放並びに舵の確認の準備が必要になります。ただし、次の２つの条件を満足する場合、上架検査等を省略

し浮上検査で受検することができます 
「当該検査から１年以内の船長の上架点検の結果」及び「当該検査での船体内部検査及び浮上検査の結果」から検査員が問題ないと認めた

場合、上架検査等を省略できます。 
・機関の運転時間及び保守整備の状況により、機関の解放、補機器類の解放(機関を解放するものに限る。) 及びプロペラ軸の抜き出し等の準

備 (機関を解放するものに限る。) が必要になります。 
＊詳しくは最寄りの支部までお尋ね下さい。 

備考－１：漁業灯の及び漁業形象物の備え付けは下表によること 

漁船の種類 夜    間 昼    間 

けた網その他の漁具(操縦性を制限するものに限る)を

水中で引く方法により漁ろうに従事するもので全長 20

ｍ未満のもの 

(例)桁網漁業、ﾄﾛｰﾙ漁業、打瀬網、船びき網、手操網 

第二種緑灯          １個 

第二種白灯(注)        １個 

かけまわし漁法灯       １個 

(かけまわし漁法による底びき網漁業を

行うものに限る) 

黒色鼓形形象物＊             １個 上記の漁ろうに従事するもので全長 20ｍ以上のもの 

第二種緑灯          １個 

第二種白灯          １個 

白色底びき網漁業灯      ２個 

紅色底びき網漁業灯      ２個 

探照灯            １個 

(２そうびきの第１種小型漁船に限る) 

かけまわし漁法灯       １個 

(かけまわし漁法による底びき網漁業を

行うものに限る) 

網、なわその他の漁具(操縦性

を制限するものに限る)により

漁ろうに従事するもの 

 

(例) 延縄、流網、刺網、旋網、

敷網漁業 

漁具を水平距離 150

ｍを超えて、船外に

出さないもの 

第二種紅灯          １個 

(上表中の紅灯と兼用してよい) 

第二種白灯(注)        １個 

きんちゃく網漁業灯      １対 

(きんちゃく網漁業を行うものに限る) 

漁具を水平距離 150

ｍを超えて、船外に

出すもの 

第二種紅灯          １個 

(上表中の紅灯と兼用してよい) 

第二種白灯(注)        ２個 

(うち１個は上表中の停泊灯と兼用してよい) 

きんちゃく網漁業灯      １対 

(きんちゃく網漁業を行うものに限る) 

黒色鼓形形象物＊       １個 

 

黒色円すい形形象物＊     １個 

(注)全長 12ｍ未満の漁船及び小型兼用船であってﾏｽﾄ灯(前灯)に代えて第二種白灯以上１個を備えているものにあっては１個減じてもよい 

＊ ：全長が 20ｍ以上の小型漁船は底の直径が 600mm 以上 

 



【航海用レーダー反射器の適用について】（別表 2） 
建造又は建造に 
着手された年月日 平成 14 年 6 月 30 日まで 平成 14 年 7 月 1 日から 

平成 22 年 9 月 30 日まで 平成 22 年 10 月 1 日以降 

技術基準  旧基準 (※1)又は新基準 (※2) 新基準 (※2) 

備付け基準 同反射器の備付けは要しない 
次の場合は、同反射器の備付けを要

しない 
➢ 湖川のみを航行する場合 

次の場合は、同反射器の備付けを要

しない 
➢ 湖川のみを航行する場合 

※1：『旧基準』とは、360°のうち 240°以上にわたってﾚｰﾀﾞｰ断面積が 0.3 ㎡以上のことをいう。 
※2：『新基準』とは、360°のうち 240°以上にわたってﾚｰﾀﾞｰ断面積が 2.5 ㎡以上で、かつ、ﾚｰﾀﾞｰ断面積が 2.5 ㎡未満となる方向が

10°以上連続しないことをいう。 
 

 

 

 

 

 

 



５．(1)小型兼用船(旅客船を除く)                                      令和 6年 2月現在 

航
行
区
域 

漁ろう以外の間の航行区域 平水、限定沿海及び沿岸区域 沿海区域 

摘    要 漁ろうの間の 

航行区域(海里) 
12以下 

12超え 

100以下 
(第１種漁船) 

100超え 

 
(第２種漁船) 

12以下 
12超え 

100以下 
(第１種漁船) 

100超え 

 
(第２種漁船) 

係

船

設

備 

係船索 ２本 ２本 ２本 ２本 ２本 ２本 －－－ 

ｱﾝｶｰ(いかり) 
１個 

*1 

１個 

*2 
１個 

１個 

*1 

１個 

*2 
１個  

*1 漁ろう以外の間①湖川港内のみを航行水域

とする船舶、②渡船などで桟橋から桟橋に

着ける船舶及び③岸壁、桟橋に係留し錨泊

の必要のない船舶は不要 

*2 *1 の船舶であって、漁ろうの間は定置網

等操業区域が特定されておりかつその海域

が近距離であって錨泊しないものは不要 

ｱﾝｶｰﾁｪﾝ又は索 
１本 

*1 

１本 

*2 
１本 

１本 

*1 

１本 

*2 
１本  

救 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

命 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

設 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

備 

小型船舶用膨脹式救命いか

だ又は小型船舶用救命浮器 

定員の 

100％ 

*1 

定員の 

100％ 

*1 

定員の 

100％ 

*2 

定員の 

100％ 

定員の 

100％ 

定員の 

100％ 

*2 

*1 限沿５ﾄﾝ以上５海里超えの船舶に限る(有

効な信号を発信できる設備([注４])を備え

るものは不要[注１]) 

*2 救命いかだに限る 

小型船舶用救命胴衣 

定員と同数 

*1 *2 
搭載可能な胴

衣の TYPE は

次のとおり 

TYPE A 

TYPE D 

TYPE B *3 

TYPE C *3 

TYPE E *3 

TYPE F *3 

TYPE G*3*4 

定員と同数 

 
搭載可能な胴

衣の TYPE は

次のとおり 

TYPE Aのみ 

定員と同数 

 
搭載可能な胴

衣の TYPE は

次のとおり 

TYPE Aのみ 

定員と同数 

 
搭載可能な胴

衣のTYPEは次

のとおり 

TYPE Aのみ 

定員と同数 

 
搭載可能な胴

衣のTYPEは次

のとおり 

TYPE Aのみ 

定員と同数 

 
搭載可能な胴

衣のTYPEは次

のとおり 

TYPE Aのみ 

*1平水は小型船舶用救命ｸｯｼｮﾝでもよい 

*2 平水は最大搭載人員を収容しうる小型船舶

用救命いかだ又は小型船舶用救命浮器であ

って定期的検査等で確認を受けたものを備

える場合は不要 

*3不沈性及びｷﾙｽｲｯﾁを有する船舶([注３])に限る 

*4平水に限る 

・｢TYPE A｣から｢TYPE G｣の胴衣の違いは次の

とおり 

TYPE A…胴衣の要件を全て満足するもの 

TYPE B…反射材の要件が省略されたもの 

TYPE C…笛及び反射材の要件が省略されたもの 

TYPE D…色の要件が省略されたもの 

TYPE E…色及び反射材の要件が省略されたもの 

TYPE F…色、笛及び反射材の要件が省略されたもの 

TYPE G…浮力がやや少ないために着やすく

なっているもの 

小型船舶用救命浮環 １個 * １個 * ２個 ２個 * ２個 * ２個 * 小型船舶用救命浮輪でもよい 

小型船舶用信号紅炎 ２個 *1 ２個 *2 ２個  
*1 

*2 －－ －－ －－ 

*1 漁ろう以外の間の航行区域が川のみに限定

されているもの又は有効な無線設備([注

２])を備えるものは不要[注１] 

*2 無線電話(最遠操業海域において陸上と交

信できるもの又は、集団操業を行う小型漁

船の場合は、漁業無線等有効な通信設備)を

備えていれば不要[注１] 
(沿岸小型船舶) ２個 ２個 ２個 

信号紅炎 －－ －－ －－ １個 １個 １個 ・小型船舶用信号紅炎による代替不可 

小型船舶用自己点火灯 －－ －－ １個 １個 １個 １個 －－－ 

小型船舶用自己発煙信号 －－ －－ １個 １個 １個 １個 －－－ 

小型船舶用火せん －－ －－ ６個 
２個 ２個 ６個 

* 有効な無線設備([注５])を備える船舶

は不要[注１] (沿岸小型船舶) ２個 * ２個 * ６個 

発煙浮信号 －－ －－ －－ １個 １個 １個 －－－ 

小型船舶用衛星利用非

常用位置指示無線標識

装置（EPIRB） 

－－ －－ １個 １個 * １個 * １個 

* 長さ 12ｍ未満は不要 小型船舶用ﾚｰﾀﾞｰ・ﾄﾗﾝｽﾎﾟ

ﾝﾀﾞｰ（SART）又は小型船

舶用捜索救助用位置指示

送信装置（AIS-SART） 

－－ －－ １個 １個 * １個 * １個 

持運び式双方向 

無線電話装置 
－－ －－ －－ １個 １個 １個 

・国際航海するものに限る 

・長さ 12ｍ未満は不要 

無

線

設

備 

無線電信又無線電話 －－ －－ １個 *2 
１個 

*1 

１個 

*1 

１個 

*2 

・詳細は別表参照のこと 

*1長さ 12m未満は不要 

*2小型漁船の無線設備が必要 

消

防

設

備 

小型船舶用消火器又は

小型船舶用液体消火器 

２個 *1 

(１個*1) 

２個 *1 

(１個*1) 
４個 

３個 

(２個) 

３個 

(２個) 
４個 

・( )内は船外機船又は無動力船の場合 

・無人の機関室には船舶用自動拡散型消火器

を機関室の容積相当数備えること（この場

合小型船舶用粉末消火器又は小型船舶用液

体消火器１個のみ減じてよい） 

*1 消防用手おけ又はﾊﾞｹﾂを備えているものは消

火器の代替物と認め１個減じてもよい 

予備消火剤 －－ －－ ２個分 －－ －－ ２個分 
・規定数以上の消火器に充てんされている消

火剤でもよい 

赤ﾊﾞｹﾂ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ・消火器の代替物との兼用は不可 



航
行
区
域 

漁ろう以外の間の航行区域 平水、限定沿海及び沿岸区域 沿海区域 

摘    要 漁ろうの間の 

航行区域(海里) 
12以下 

12超え 

100以下 
(第１種漁船) 

100超え 

 
(第２種漁船) 

12以下 
12超え 

100以下 
(第１種漁船) 

100超え 

 
(第２種漁船) 

排

水

設

備 

ﾋﾞﾙｼﾞﾎﾟﾝﾌﾟ 

動力又は手動 
－－ １台 * 各１台 １台 １台 各１台 

* 船外機船はﾊﾞｹﾂ(消防用と兼用可)及びあか

くみ各１個でよい 

ﾊﾞｹﾂ及びあかくみ 各１個 －－ －－ －－ －－ －－ 

・ﾋﾞﾙｼﾞﾎﾟﾝﾌﾟを有する場合は不要 

・無動力船、船外機船及び航行区域が湖川港

内に限定されているものはﾊﾞｹﾂ(消防用と兼

用可)１個でよい 

機

関

設

備 

噴射弁 －－ －－ １個 －－ －－ １個 

・同型の機関が２基以上の場合は不要 

*1 漁業無線等有効な通信設備を有するものは

不要[注１] 

*2噴射管が付かない構造の物は不要 

*3火花点火機関に限る 

噴射ﾎﾟﾝﾌﾟの動作部品

(ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ、弁、ﾊﾞﾈ等) 
－－ －－ 

１噴射 

ﾎﾟﾝﾌﾟ分 
－－ －－ 

１噴射 

ﾎﾟﾝﾌﾟ分 

噴射管及び接合金具 *2 －－ 
各種形状及び寸

法のもの 

各１個 *1 

各種形状及び寸

法のもの 

各１個 
－－ 

各種形状及び寸

法のもの 

各１個 *1 

各種形状及び寸

法のもの 

各１個 

点火ﾌﾟﾗｸﾞ *3 －－ １個 *1 １個 －－ １個 *1 １個 

航 
 
 
 
 
 
 

 

海 
 
 

 
 
 
 
 

用 
 

 
 
 

 
 
 

具 

汽笛及び号鐘 各１個 各１個 各１個 各１個 各１個 各１個 
・汽笛は全長 12ｍ未満不要 

・号鐘は全長 20ｍ未満不要 

音響信号器具 １個 * １個 １個 １個 １個 １個 

・号鐘又は汽笛を備えているものは不要 

* 笛でも可(操船者に救命胴衣の常時着用義務

が適用される船舶は常時着用する小型船舶

用救命胴衣の笛でも可) 

双眼鏡 －－ －－ １個 
１個 １個 １個 * 沿岸は概ね 6倍程度の倍率を推奨 

(沿岸小型船舶) １個 * １個 * －－ 

気圧計 －－ －－ １個 －－ －－ １個 －－－ 

ｺﾝﾊﾟｽ －－ １個 １個 
１個 １個 １個 

* 自船の位置(１秒を単位とする緯度経度)及び進行方

向が表示できるGPSを備えている場合は不要 (沿岸小型船舶) １個* －－ －－ 

ﾗｼﾞｵ －－ －－ －－ 
１台 １台 １台 

・中波帯又は短波帯の放送を受信可能なもの 

・無線電信等を備える船舶その他の有効な通

信設備を有する船舶には不要[注１][注６] (沿岸小型船舶) １台 １台 １台 

船 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

灯 

ﾏｽﾄ灯 

*1 *2 *4 *6 

１個 

*3 *9 
１個 １個 １個 １個 １個 

*1､*2 全長 12ｍ未満のもので、漁船の備考－

１に掲げるものは*1 に、それ以外のも

のにあっては*2 に代えて第二種白灯以

上(停泊灯と兼用可)１個でよい 

*3夜間の航行が禁止されているものは不要 

*4 全長７ｍ未満かつ速力７ﾉｯﾄ以下のものは

*1、*4 に代えて第二種白灯以上(停泊灯と

兼用可)１個でよい 

*5 全長 12ｍ未満のものであって、港域、航路

等を頻繁に航行しないものは省略できる 

*6全長 20ｍ以上は第二種ﾏｽﾄ灯以上 

全長 12ｍ以上 20ｍ未満は第三種ﾏｽﾄ灯以上 

全長 12ｍ未満は第四種ﾏｽﾄ灯以上 

*7全長 12ｍ以上は第二種舷
げん

灯以上 

全長 12ｍ未満は第三種 舷
げん

灯以上 

全長 20ｍ以上は内側隔板を取り付ける 

*8全長 20ｍ未満は第一種両色灯で可 

全長 12ｍ未満は第二種両色灯で可 

*9 航行区域が湖川のみ(航洋船が航行する区

域を除く)に限定され、夜間航行するものは

白色灯１個でよい 

・漁船の備考－１を参照のこと 

舷
げん

灯又は両色灯 

*4 *7 *8 

１対 

(１個) 

*3 *9 

１対 

(１個) 

１対 

(１個) 

１対 

(１個) 

１対 

(１個) 

１対 

(１個) 

船尾灯 

*2 *4 

１個 

*3 *9 
１個 １個 １個 １個 １個 

停泊灯 
１個 

*3 *9 
１個 １個 １個 １個 １個 

紅灯 
２個 

*3 *5 
２個 ２個 

２個 

*5 
２個 ２個 

漁業灯 
１式 

*3 
１式 １式 １式 １式 １式 

漁業形象物 １式 １式 １式 １式 １式 １式 ・漁船の備考－１を参照のこと 

黒色球形形象物 
３個 

*1 *3 

３個 

*2 

３個 

*2 

３個 

*1 

３個 

*2 

３個 

*2 

*1全長 12ｍ未満のものは次のものを除き不要 

①港域、航路等を頻繁に航行するものは２個 

②錨泊するもの(全長７ｍ未満のものにあ

っては狭い水道等で錨泊するものに限

る)は１個とする 

*2 全長 12ｍ未満は２個でよい 

*3 湖川のみ(航洋船が航行する区域を除く)を

航行する船舶は不要 

・全長 20m以上のものは直径 600mm以上 

黒色円すい形形象物 －－ １個 １個 －－ １個 １個 ・帆を有しないものは不要 

国際信号旗 －－ －－ NC旗 NC旗 NC旗 NC旗 －－－ 

ｼｰｱﾝｶｰ －－ －－ １個 －－ －－ １個 －－－ 

海図 －－ －－ １式 １式 １式 １式 

・有効な電子海図情報表示装置を備えるものは不要 

* 適切な航海用参考図等を備えるものは不要[注７] 

* 海上保安庁刊行の電子海図(ENC)を表示する小

型船舶用衛星航法装置(GPS)を備える場合不要

(ただし、検査機関が認めるものに限る) 
(沿岸小型船舶) １式 * １式 * １式    



 
航
行
区
域 

漁ろう以外の間の航行区域 平水、限定沿海及び沿岸区域 沿海区域 

摘    要 漁ろうの間の 

航行区域(海里) 
12以下 

12超え 

100以下 
(第１種漁船) 

100超え 

 
(第２種漁船) 

12以下 
12超え 

100以下 
(第１種漁船) 

100超え 

 
(第２種漁船) 

航

海

用

具 

航海用ﾚｰﾀﾞｰ反射器 

(ﾚｰﾀﾞｰﾘﾌﾚｸﾀ) 
１個 １個 １個 １個 １個 １個 

・夜間航行が禁止されている船舶は不要 

・湖川のみを航行する船舶は不要 

・適用の詳細は別表 1によること 

HF ﾃﾞｼﾞﾀﾙ選択呼出装置

及び HF ﾃﾞｼﾞﾀﾙ選択呼

出聴守装置 

(DSC/DSCWR) 

－－ －－ １式 * １式 １式 １式 * 

・A3又は A4水域を航行するもののみ必要 

・無線設備の義務づけがないもの又は無線電

信等を免除されているものは不要 

・ｲﾝﾏﾙｻｯﾄを備えるものは不要 

* 漁ろうの間のみに適用する場合であって、平

成 7年 1月 31日迄に建造され、又は建造に着

手された船舶は「操業の安全確保の為の通信

に関する申し合わせ事項」(「対象船舶一覧

表」に当該漁船が記載されているもの)を船内

に備える場合は不要[注 1] 

一
般
設
備 

ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ １組 １組 １組 １組 １組 １組 －－－ 

ﾚﾝﾁ １組 １組 １組 １組 １組 １組 ・ﾓﾝｷﾚﾝﾁ１個でも可 

ﾌﾟﾗｲﾔｰ １個 １個 １個 １個 １個 １個 －－－ 

ﾌﾟﾗｸﾞﾚﾝﾁ １個 １個 １個 １個 １個 １個 ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関は不要 

そ
の
他 

ｱﾝﾓﾆｱ防毒ﾏｽｸ －－ ２個以上 ２個以上 －－ ２個以上 ２個以上 ・ｱﾝﾓﾆｱ式冷却機の設備を有するものに限る 

表
示 

最大搭載人員表示 必要 必要 必要 必要 必要 必要 
・遊漁船などの不特定多数の人が乗船する場合

「（旅客 人）」の表示の併記が必要 

・漁ろう時の定員の表示不要 

救命胴衣｢格納･着用｣表示 必要 必要 必要 必要 必要 必要 
・可搬型小型船舶等で救命胴衣の格納場所が

なく、容易に視認できる場所に積付けるも

のは「格納場所」の表示省略可 

[注１] 定期的検査以外の際に取替える場合は、機構の確認を受けることが必要 
[注２] 有効な無線設備とは、「漁業無線」、「国際 VHF(5W 型国際 VHF※を含む。)」、「ﾜｲﾄﾞｽﾀｰﾏﾘﾝﾎﾝ等(自動追尾機能要)」、「ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ FB」、｢ｲﾘｼﾞｳﾑ、

Isat Phone Pro、Isat Phone 2、Oceana 800 及びｽﾗﾔ衛星電話（国内で無線局免許を取得した電気通信事業者のものに限る。）｣、「携帯・自
動車電話(漁ろう以外の間の航行区域がｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ内のものに限る)」、「EPIRB」及び「持運び式双方向無線電話装置」をいう。 

[注３] 機構の確認を受けることが必要 
[注４] 有効な信号を発信できる設備とは、「EPIRB」、「持運び式双方向無線電話装置」、「漁業無線」、「国際 VHF(5W 型国際 VHF※を含む。)」、「ﾜｲﾄﾞｽﾀｰ

ﾏﾘﾝﾎﾝ等(自動追尾機能要)」、「ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ FB」及び｢ｲﾘｼﾞｳﾑ、Isat Phone Pro、Isat Phone 2、Oceana 800 及びｽﾗﾔ衛星電話（国内で無線局免許
を取得した電気通信事業者のものに限る。）｣をいう。 

[注５] 有効な無線設備とは、「漁業無線」、「国際 VHF(5W 型国際 VHF※を除く。)」、「ﾜｲﾄﾞｽﾀｰﾏﾘﾝﾎﾝ等(自動追尾機能要)」、「ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ FB」、｢ｲﾘｼﾞｳﾑ、
Isat Phone Pro、Isat Phone 2、Oceana 800 及びｽﾗﾔ衛星電話（国内で無線局免許を取得した電気通信事業者のものに限る。）｣及び
「EPIRB」をいう。また、「携帯・自動車電話(PHS 等を除く。)」を備える船舶は、１個減ずることができる。 

[注６] 無線電信等を備える船舶その他の有効な通信設備を有する船舶とは、「HF 無線電話、HF 直接印刷電信、HF ﾃﾞｼﾞﾀﾙ選択呼出装置又は HF ﾃﾞｼﾞﾀ
ﾙ選択呼出聴守装置」、「ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ直接印刷電信又はｲﾝﾏﾙｻｯﾄ無線電話」、「MF 無線電話又は MF ﾃﾞｼﾞﾀﾙ選択呼出装置」、「SSB 無線電話」、「27MHz
無線電話」、「40MHz 無線電話」、「150MHz 無線電話(国際 VHF(5W 型国際 VHF※を除く。))」、「ﾜｲﾄﾞｽﾀｰﾏﾘﾝﾎﾝ等(自動追尾機能要)」、「ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ
FB」及び｢ｲﾘｼﾞｳﾑ、Isat Phone Pro、Isat Phone 2、Oceana 800 及びｽﾗﾔ衛星電話（国内で無線局免許を取得した電気通信事業者のものに限
る。）｣の無線設備を備える船舶をいう。 

[注７]適切な航海用参考図等とは、(一財)日本水路協会発行の「ﾖｯﾄ･ﾓｰﾀﾎﾞｰﾄ用参考図」、「ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾎﾞｰﾄ･小型船用港湾案内(S ｶﾞｲﾄﾞ(ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ版)は当該 PDF ﾌ
ｧｲﾙを印刷したものに限る)」、「航海用電子参考図(new pec) (印刷物は除く)」、(株)ﾏｯﾌﾟﾙ･ｵﾝが提供する「航海支援ｱﾌﾟﾘ（new pec smart) (ﾌﾟﾚﾐｱﾑ会
員登録されたもの･印刷物は除く)」、ﾔﾏﾊ中国㈱発行の「ｸﾙｰｼﾞﾝｸﾞﾏｯﾌﾟ」（絶版）及び(株)ﾏｯｸﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ発行の「ｸﾙｰｼﾞﾝｸﾞﾏｯﾌﾟ ｲﾝ 大阪湾」をいう。 

※ 「5W 型国際 VHF」とは、「5W 出力型 VHF無線電話 (ﾏﾘﾝ VHF を含む。) ただし、16ch (156.8MHz) (緊急通信用) 付き」のものを示す。 

【法定備品の整備について】及び【その他の検査の準備について】は、１.一般船（（旅客定員が１２名以下の船舶）（旅客船、小型漁船、小

型帆船を除く））及び４.小型漁船を参照下さい。 

【航海用レーダー反射器の適用について】（別表 1） 
建造又は建造に 
着手された年月日 平成 6 年 11 月 3 日まで 平成 6 年 11 月 4 日から 

平成 14 年 6 月 30 日まで 
平成 14 年 7 月 1 日から 
平成 22 年 9 月 30 日まで 平成 22 年 10 月 1 日以降 

技術基準  旧基準 (※1)又は新基準 (※2) 新基準 (※2) 

備付け基準 同反射器の備付けは 
要しない 

次のいずれかの場合は、同反射器の

備付けを要しない 
➢ 航海灯の備付けを要しない場合 
➢ 船質が鋼製又はｱﾙﾐ製の場合 
➢ 特定の水域 (※3)を航行しない場合 
➢ 小型漁船安全規則のみ適用の場合 

次のいずれかの場合は、同

反射器の備付けを要しない 
➢  航海灯の備付けを要し

ない場合 
➢  湖川のみを航行する場

合 

次のいずれかの場合は、同

反射器の備付けを要しない 
➢  航海灯の備付けを要し

ない場合 
➢  湖川のみを航行する場

合 
※1：『旧基準』とは、360°のうち 240°以上にわたってﾚｰﾀﾞｰ断面積が 0.3 ㎡以上のことをいう。 
※2：『新基準』とは、360°のうち 240°以上にわたってﾚｰﾀﾞｰ断面積が 2.5 ㎡以上で、かつ、ﾚｰﾀﾞｰ断面積が 2.5 ㎡未満となる方向が 10°以上連

続しないことをいう。 
※3：『特定の水域』とは、海上交通安全法第 1 条第 2 項に規定する同法を適用する海域（ただし、瀬戸内海にあっては、同法第 2 条に定める航路及

び船舶安全法施行規則第 1 条第 6 項第 7 号に規定する水域であって、海上交通安全法第 1 条第 2 項に規定する同法を適用する海域に限る。）をいう。 



５．(2)小型兼用船(旅客船)                                         令和 6年 2月現在 

航
行
区
域 

漁ろう以外の間の航行区域 平水、限定沿海及び沿岸区域 沿海区域 

摘    要 漁ろうの間の 

航行区域(海里) 
12以下 

12超え 

100以下 
(第１種漁船) 

100超え 

 
(第２種漁船) 

12以下 
12超え 

100以下 
(第１種漁船) 

100超え 

 
(第２種漁船) 

係

船

設

備 

係船索 ２本 ２本 ２本 ２本 ２本 ２本 －－－ 

ｱﾝｶｰ(いかり) 
１個 

*1 

１個 

*2 
１個 

１個 

*1 

１個 

*2 
１個  

*1 漁ろう以外の間①湖川港内のみを航行水域

とする船舶、②渡船などで桟橋から桟橋に

着ける船舶及び③岸壁、桟橋に係留し錨泊

の必要のない船舶は不要 

*2 *1 の船舶であって、漁ろうの間は定置網

等操業区域が特定されておりかつその海域

が近距離であって錨泊しないものは不要 

ｱﾝｶｰﾁｪﾝ又は索 
１本 

*1 

１本 

*2 
１本 

１本 

*1 

１本 

*2 
１本  

救 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

命 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

設 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

備 

小型船舶用膨脹式救命いか

だ又は小型船舶用救命浮器 

定員の 

100％ *1 

定員の 

100％ *1 

定員の 

100％*2 定員の 

100％ 

定員の 

100％ 

定員の 

100％*2 

*1 平水区域の場合は定員の 50％、湖川港内

のみに限定されている場合は定員の 25％ 

*2 救命いかだに限る (５ﾄﾝ未満) －－ －－ 定員の 

100％*2 

小型船舶用救命胴衣 

定員と同数 

*1 *3 
搭載可能な胴

衣の TYPE は

次のとおり 

TYPE A 

TYPE B *4 

TYPE C *4 

定員と同数 

*3 
搭載可能な胴

衣の TYPE は

次のとおり 

TYPE Aのみ 

定員と同数 

 
搭載可能な胴

衣の TYPE は

次のとおり 

TYPE Aのみ 

定員と同数 

 
搭載可能な胴

衣の TYPE は

次のとおり 

TYPE Aのみ 

定員と同数 

 
搭載可能な胴

衣の TYPE は

次のとおり 

TYPE Aのみ 

定員と同数 

 
搭載可能な胴

衣の TYPE は

次のとおり 

TYPE Aのみ 

*1平水は小型船舶用救命ｸｯｼｮﾝでもよい 

*2 平水は最大搭載人員を収容しうる小型船舶

用救命いかだ又は小型船舶用救命浮器であ

って定期的検査等で確認を受けたものを備

える場合は不要 

*3 平水は最大搭載人員を収容しうる小型船

舶用救命いかだ又は小型船舶用救命浮器が

ある場合 10％の小型船舶用救命胴衣及び小

型船舶用救命ｸｯｼｮﾝでよい 

*4不沈性及びｷﾙｽｲｯﾁを有する船舶([注３])に限る 

・｢TYPE A｣から｢TYPE C｣の胴衣の違いは次の

とおり 

TYPE A…胴衣の要件を全て満足するもの 

TYPE B…反射材の要件が省略されたもの 

TYPE C…笛及び反射材の要件が省略されたもの 

(５ﾄﾝ未満) 

定員と同数 

*1 *2 

 
搭載可能な胴

衣の TYPE は

上記と同じ 

定員と同数 

*2 

 
搭載可能な胴

衣の TYPE は

上記と同じ 

定員と同数 

 

 
搭載可能な胴

衣の TYPE は

上記と同じ 
小型船舶用救命浮環 ２個 *1*2 ２個 *1*2 

２個 ２個 *1 ２個 *1 ２個 
*1 小型船舶用救命浮輪でもよい 

*2 平水区域の場合は１個 (５ﾄﾝ未満) １個 *1 １個 *1 

小型船舶用信号紅炎 
２個 

*1 *2 *3 

２個 

*1 *4 
－－ 

－－ －－ －－ 

*1 平水区域の船舶に限る 

*2 航行区域が川のみに限定されているものは不要 

*3 有効な無線設備([注２])を備えるものは不

要(沿岸区域を除く)[注１]  

*4 無線電話(最遠操業海域において陸上と交信で

きるもの又は、集団操業を行う小型漁船の場

合は、漁業無線等有効な通信設備)を備えて

いれば不要(沿岸区域を除く)[注１] 

・法第４条により備え付けられた無線設備と

の兼用は認められない 

(５ﾄﾝ未満) ２個 *2*3 ２個 *4  

信号紅炎 １個 * １個 * １個 
１個 １個 １個 

* 平水区域の船舶を除く 

・小型船舶用信号紅炎による代替不可 (５ﾄﾝ未満) －－ －－ －－ 
小型船舶用自己点火灯 １個 * １個 * １個 

１個 １個 １個 * 平水区域の船舶を除く 
(５ﾄﾝ未満) －－ －－ １個 

小型船舶用自己発煙信号 １個 * １個 * １個 
１個 １個 １個 * 平水区域の船舶を除く 

(５ﾄﾝ未満) －－ －－ １個 

小型船舶用火せん ２個 *1 ２個 *1 ６個 
２個 ２個 ６個 

*1 平水区域の船舶を除く 

*2 沿岸区域の船舶に限る 

*3 有効な無線設備([注４])を備える船

舶は不要[注１] (５ﾄﾝ未満) ２個 *2*3 ２個 *2*3 ６個 

発煙浮信号 １個 * １個 * １個 
１個 １個 １個 * 平水区域の船舶を除く 

(５ﾄﾝ未満) －－ －－ －－ 
小型船舶用衛星利用

非常用位置指示無線

標識装置（EPIRB） 

－－ －－ １個 
１個 * １個 * １個 

* 長さ 12ｍ未満は不要 

(５ﾄﾝ未満) －－ －－ １個 
小型船舶用ﾚｰﾀﾞｰ・ﾄﾗﾝｽ

ﾎ゚ ﾝﾀﾞー （SART）又は小型

船舶用捜索救助用位置指

示送信装置（AIS-SART） 

－－ －－ １個 
１個 * １個 * １個 

(５ﾄﾝ未満) －－ －－ １個 
持運び式双方向 

無線電話装置 
－－ －－ －－ １個 １個 １個 

・国際航海するものに限る 

・長さ 12ｍ未満は不要 



航
行
区
域 

漁ろう以外の間の航行区域 平水、限定沿海及び沿岸区域 沿海区域 

摘要 漁ろうの間の 

航行区域(海里) 
12以下 

12超え 

100以下 
(第１種漁船) 

100超え 

 
(第２種漁船) 

12以下 
12超え 

100以下 
(第１種漁船) 

100超え 

 
(第２種漁船) 

無
線
設
備 

無線電信又無線電話 １個 １個 １個 １個 １個 １個 

・詳細は別表参照のこと 

消

防

設

備 

小型船舶用消火器又は

小型船舶用液体消火器 

3個(2個) *1 

2個(1個) *2 

3個(2個) *1 

2個(1個) *2 
４個 

４個 

(３個) 

４個 

(３個) 
４個 

・( )内は船外機船又は無動力船の場合 

・無人の機関室には船舶用自動拡散型消火器

を機関室の容積相当数備えること(この場

合小型船舶用粉末消火器又は小型船舶用液

体消火器１個のみ減じてよい) 

*1 限定沿海及び沿岸の場合 

*2 平水の場合(*3) 

*3 消防用手おけ又はﾊﾞｹﾂ(次欄のものを除く)を

備えているものは１個減じてもよい 

(５ﾄﾝ未満) 

*3 

3個(2個) *1 

2個(1個) *2 

3個(2個) *1 

2個(1個) *2 
４個 

赤ﾊﾞｹﾂ １個 １個 １個 
２個 ２個 ２個 －－－ 

(５ﾄﾝ未満) １個 １個 １個 

予備消火剤 －－ －－ ２個分 －－ －－ ２個分 
・規定数以上の消火器に充てんされている消

火剤でもよい 

排

水

設

備 

ﾋﾞﾙｼﾞﾎﾟﾝﾌﾟ 

動力又は手動 
１台 *1 １台 *1 １台 

１台 １台 各１台 

*1 平水区域を航行する船舶の場合は、次欄

のﾊﾞｹﾂ及びあかくみ各１個として差し支え

ない 

*2 次欄のﾊﾞｹﾂ及びあかくみ各１個として差

し支えない 
(５ﾄﾝ未満) １台 *2 １台 *2 １台 

ﾊﾞｹﾂ及びあかくみ 各１個 各１個 各１個 －－ －－ －－ 
・ﾋﾞﾙｼﾞﾎﾟﾝﾌﾟを有する場合は不要 

・船外機船及び湖川港内のみを航行する船舶

の場合は、ﾊﾞｹﾂ１個でよい 

機

関

設

備 

噴射弁 －－ －－ １個 －－ －－ １個 

・同型の機関が２基以上の場合は不要 

*1 漁業無線等有効な通信設備を有するものは

不要[注１] 

*2噴射管が付かない構造の物は不要 

*3火花点火機関に限る 

噴射ﾎﾟﾝﾌﾟの動作部品

(ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ、弁、ﾊﾞﾈ等) 
－－ －－ 

１噴射 

ﾎﾟﾝﾌﾟ分 
－－ －－ 

１噴射 

ﾎﾟﾝﾌﾟ分 

噴射管及び接合金具 *2 －－ 
各種形状及び
寸法のもの 

各１個 *1 

各種形状及び
寸法のもの 

各１個 
－－ 

各種形状及び
寸法のもの 

各１個 *1 

各種形状及び
寸法のもの 

各１個 

点火ﾌﾟﾗｸﾞ *3 －－ １個 *1 １個 －－ １個 *1 １個 

航 
 
 

 
 
 
 
 

海 
 
 
 
 
 
 
 

用 
 
 
 
 
 
 
 

具 

汽笛及び号鐘 各１個 各１個 各１個 各１個 各１個 各１個 
・汽笛は全長 12ｍ未満不要 

・号鐘は全長 20ｍ未満不要 

音響信号器具 １個 * １個 １個 １個 １個 １個 
・号鐘又は汽笛を備えているものは不要 

* 笛でも可(操船者に救命胴衣の常時着用義務が適用される

船舶は常時着用する小型船舶用救命胴衣の笛でも可) 

双眼鏡 １個 * １個 * １個 １個 １個 １個 * 沿岸に限る(概ね 6倍程度の倍率を推奨) 

気圧計 －－ －－ １個 －－ －－ １個 －－－ 

ｺﾝﾊﾟｽ １個 * １個  １個 １個 １個 １個 
* 自船の位置(１秒を単位とする経度緯度)及び進行方

向が表示できるGPSを備えている場合は不要 

* 沿岸区域に限る 

ﾗｼﾞｵ １台 * １台 * １台 * １台 １台 １台 

・中波帯又は短波帯の放送を受信可能なもの 

・無線電信等を備える船舶その他の有効な通信

設備([注５])を有する船舶には不要[注１] 

* 沿岸区域に限る 

船 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

灯 

ﾏｽﾄ灯 

*1 *2 *4 *6 

１個 

*3 *9 
１個 １個 １個 １個 １個 

*1､*2 全長 12ｍ未満のもので、漁船の備考－

１に掲げるものは*1 に、それ以外のも

のにあっては*2 に代えて第二種白灯以

上(停泊灯と兼用可)１個でよい 

*3夜間の航行が禁止されているものは不要 

*4 全長７ｍ未満かつ速力７ﾉｯﾄ以下のものは

*1、*4 に代えて第二種白灯以上(停泊灯と

兼用可)１個でよい 

*5 全長 12ｍ未満のものであって、港域、航

路等を頻繁に航行しないものは省略できる 

*6全長 20ｍ以上は第二種ﾏｽﾄ灯以上 

全長 12ｍ以上 20ｍ未満は第三種ﾏｽﾄ灯以上 

全長 12ｍ未満は第四種ﾏｽﾄ灯以上 

*7全長 12ｍ以上は第二種舷
げん

灯以上 

全長 12ｍ未満は第三種 舷
げん

灯以上 

全長 20ｍ以上は内側隔板を取り付ける 

*8全長 20ｍ未満は第一種両色灯で可 

全長 12ｍ未満は第二種両色灯で可 

*9 航行区域が湖川のみ(航洋船が航行する区

域を除く)に限定され、夜間航行するもの

は白色灯１個でよい 

・漁船の備考－１を参照のこと 

舷
げん

灯又は両色灯 

*4 *7 *8 

１対 

(１個) 

*3 *9 

１対 

(１個) 

１対 

(１個) 

１対 

(１個) 

１対 

(１個) 

１対 

(１個) 

船尾灯 

*2 *4 

１個 

*3 *9 
１個 １個 １個 １個 １個 

停泊灯 
１個 

*3 *9 
１個 １個 １個 １個 １個 

紅灯 
２個 

*3 *5 
２個 ２個 

２個 

*5 
２個 ２個 

漁業灯 １式 *3 １式 １式 １式 １式 １式 



 

航
行
区
域 

漁ろう以外の間の航行区域 平水、限定沿海及び沿岸区域 沿海区域 

摘    要 漁ろうの間の 

航行区域(海里) 
12以下 

12超え 

100以下 
(第１種漁船) 

100超え 

 
(第２種漁船) 

12以下 
12超え 

100以下 
(第１種漁船) 

100超え 

 
(第２種漁船) 

航 
 
 
 

海 
 
 
 

用 
 
 
 

具 

漁業形象物 １式 １式 １式 １式 １式 １式 ・漁船の備考－１を参照のこと 

黒色球形形象物 
３個 

*1 *3 

３個 

*2 

３個 

*2 

３個 

*1 

３個 

*2 

３個 

*2 

*1全長 12ｍ未満のものは次のものを除き不要 

①港域、航路等を頻繁に航行するものは２個 

②錨泊するもの(全長７ｍ未満のものにあ

っては狭い水道等で錨泊するものに限

る)は１個とする 

*2 全長 12ｍ未満は２個でよい 

*3 湖川のみ(航洋船が航行する区域を除く)

を航行する船舶は不要 

・全長 20m以上のものは直径 600mm以上 

黒色円すい形形象物 －－ １個 １個 －－ １個 １個 ・帆を有しないものは不要 

国際信号旗 －－ －－ NC旗 NC旗 NC旗 NC旗 －－－ 

ｼｰｱﾝｶｰ －－ －－ １個 －－ －－ １個 －－－ 

海図 １式 * １式 * １式  １式 １式 １式 

・有効な電子海図情報表示装置を備えるものは不要 

* 沿岸区域に限る 

* 適切な航海用参考図等を備えるものは不要[注６] 

* 海上保安庁刊行の電子海図(ENC)を表示する小

型船舶用衛星航法装置(GPS)を備える場合不要

(ただし、検査機関が認めるものに限る) 

航海用ﾚｰﾀﾞｰ反射器 

(ﾚｰﾀﾞｰﾘﾌﾚｸﾀ) 
１個 １個 １個 １個 １個 １個 

・夜間航行が禁止されている船舶は不要 

・湖川のみを航行する船舶は不要 

・適用の詳細は別表 1によること 

HF ﾃﾞｼﾞﾀﾙ選択呼出装

置及び HF ﾃﾞｼﾞﾀﾙ選択

呼出聴守装置 

(DSC/DSCWR) 

－－ －－ １式 * １式 １式 １式 * 

・A3又は A4水域を航行するもののみ必要 

・無線設備の義務づけがないもの又は無線電

信等を免除されているものは不要 

・ｲﾝﾏﾙｻｯﾄを備えるものは不要 

* 漁ろうの間のみに適用となる場合であって、

平成 7 年 1 月 31 日迄に建造され、又は建造

に着手された船舶は「操業の安全確保の為の

通信に関する申し合わせ事項」(「対象船舶

一覧表」に当該漁船が記載されているもの)

を船内に備える場合は不要[注 1] 

一

般

設

備 

ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ １組 １組 １組 １組 １組 １組 －－－ 

ﾚﾝﾁ １組 １組 １組 １組 １組 １組 ・ﾓﾝｷﾚﾝﾁ１個でも可 

ﾌﾟﾗｲﾔｰ １個 １個 １個 １個 １個 １個 －－－ 

ﾌﾟﾗｸﾞﾚﾝﾁ １個 １個 １個 １個 １個 １個 ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関は不要 

そ
の
他 

ｱﾝﾓﾆｱ防毒ﾏｽｸ －－ ２個以上 ２個以上 －－ ２個以上 ２個以上 ・ｱﾝﾓﾆｱ式冷却機の設備を有するものに限る 

表

示 

最大搭載人員表示 必要 必要 必要 必要 必要 必要 

・旅客搭載場所ごとの人数及び質量の表示

「定員 人（ kg）」、最大搭載人員表示に

「（旅客 人）」の表示の併記が必要 

・漁ろう時の定員の表示不要 

救命胴衣｢格納･着用｣表示 必要 必要 必要 必要 必要 必要 －－－ 

[注１] 定期的検査以外の際に取替える場合は、機構の確認を受けることが必要 

[注２] 有効な無線設備とは、「漁業無線」、「国際 VHF(5W 型国際 VHF※を含む。)」、「ﾜｲﾄﾞｽﾀｰﾏﾘﾝﾎﾝ等(自動追尾機能要)」、「ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ FB｣、｢ｲﾘｼﾞｳﾑ、

Isat Phone Pro、Isat Phone 2、Oceana 800 及びｽﾗﾔ衛星電話（国内で無線局免許を取得した電気通信事業者のものに限る。）｣、「携帯・自

動車電話(航行区域がｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ内のものに限る)」、「EPIRB」及び「持運び式双方向無線電話装置」をいう。 

[注３] 機構の確認を受けることが必要 

[注４] 有効な無線設備とは、「漁業無線」、「国際 VHF(5W 型国際 VHF※を除く。)」、「ﾜｲﾄﾞｽﾀｰﾏﾘﾝﾎﾝ等(自動追尾機能要)」、「ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ FB｣､｢ｲﾘｼﾞｳﾑ、

Isat Phone Pro、Isat Phone 2、Oceana 800 及びｽﾗﾔ衛星電話（国内で無線局免許を取得した電気通信事業者のものに限る。）｣及び

「EPIRB」をいう。また、「携帯・自動車電話(PHS 等を除く。)」を備える船舶は、１個減ずることができる。 

[注５] 無線電信等を備える船舶その他の有効な通信設備を有する船舶とは、「HF 無線電話、HF 直接印刷電信、HF ﾃﾞｼﾞﾀﾙ選択呼出装置又は HF ﾃﾞｼﾞﾀ

ﾙ選択呼出聴守装置」、「ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ直接印刷電信又はｲﾝﾏﾙｻｯﾄ無線電話」、「MF 無線電話又は MF ﾃﾞｼﾞﾀﾙ選択呼出装置」、「SSB 無線電話」、「27MHz

無線電話」、「40MHz 無線電話」、「150MHz 無線電話(国際 VHF(5W 型国際 VHF※を除く。))」、「ﾜｲﾄﾞｽﾀｰﾏﾘﾝﾎﾝ等(自動追尾機能要)」及び「ｲﾝﾏﾙｻ

ｯﾄ FB｣及び｢ｲﾘｼﾞｳﾑ、Isat Phone Pro、Isat Phone 2、Oceana 800 及びｽﾗﾔ衛星電話（国内で無線局免許を取得した電気通信事業者のものに限

る。）｣の無線設備を備える船舶をいう。 

[注６] 適切な航海用参考図等とは、(一財)日本水路協会発行の「ﾖｯﾄ･ﾓｰﾀﾎﾞｰﾄ用参考図」、「ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾎﾞｰﾄ･小型船用港湾案内(S ｶﾞｲﾄﾞ(ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ版)は当該 PDF
ﾌｧｲﾙを印刷したものに限る)」、「航海用電子参考図(new pec) (印刷物は除く)」、(株)ﾏｯﾌﾟﾙ･ｵﾝが提供する「航海支援ｱﾌﾟﾘ（new pec smart) (ﾌﾟﾚﾐｱﾑ
会員登録されたもの･印刷物は除く)」、ﾔﾏﾊ中国㈱発行の「ｸﾙｰｼﾞﾝｸﾞﾏｯﾌﾟ」（絶版）及び(株)ﾏｯｸﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ発行の「ｸﾙｰｼﾞﾝｸﾞﾏｯﾌﾟ ｲﾝ 大阪湾」をいう。 

※ 「5W 型国際 VHF」とは、「5W 出力型 VHF無線電話 (ﾏﾘﾝ VHF を含む。) ただし、16ch (156.8MHz) (緊急通信用) 付き」のものを示す。 



【法定備品の整備について】及び【その他の検査の準備について】は、２.旅客船（旅客船定員が１２人を超える船舶）及び４.小型漁船を

参照下さい。 

【航海用レーダー反射器の適用について】（別表 1） 
建造又は建造に 
着手された年月日 平成 6 年 11 月 3 日まで 平成 6 年 11 月 4 日から 

平成 14 年 6 月 30 日まで 
平成 14 年 7 月 1 日から 
平成 22 年 9 月 30 日まで 平成 22 年 10 月 1 日以降 

技術基準  旧基準 (※1)又は新基準 (※2) 新基準 (※2) 

備付け基準 同反射器の備付けは 
要しない 

次のいずれかの場合は、同反射器の

備付けを要しない 
➢ 航海灯の備付けを要しない場合 
➢ 船質が鋼製又はｱﾙﾐ製の場合 
➢ 特定の水域 (※3)を航行しない場合 
➢ 小型漁船安全規則のみ適用の場合 

次のいずれかの場合は、同

反射器の備付けを要しない 
➢  航海灯の備付けを要し

ない場合 
➢  湖川のみを航行する場

合 

次のいずれかの場合は、同

反射器の備付けを要しない 
➢  航海灯の備付けを要し

ない場合 
➢  湖川のみを航行する場

合 
※1：『旧基準』とは、360°のうち 240°以上にわたってﾚｰﾀﾞｰ断面積が 0.3 ㎡以上のことをいう。 
※2：『新基準』とは、360°のうち 240°以上にわたってﾚｰﾀﾞｰ断面積が 2.5 ㎡以上で、かつ、ﾚｰﾀﾞｰ断面積が 2.5 ㎡未満となる方向が 10°以上連

続しないことをいう。 
※3：『特定の水域』とは、海上交通安全法第 1 条第 2 項に規定する同法を適用する海域（ただし、瀬戸内海にあっては、同法第 2 条に定める航路

及び船舶安全法施行規則第 1 条第 6 項第 7 号に規定する水域であって、海上交通安全法第 1 条第 2 項に規定する同法を適用する海域に限る。）

をいう。 

 

６．特殊小型船舶（水上オートバイ・推進機関付サーフライダー）                        令和 6年 2月現在 

備 品 の 名 称 数     量 備     考 

係 船 索 ( ロ ー プ ) １本 
・係船するための適当なもの 

・推進機関付サーフライダーは不要 

小型船舶用救命胴衣(TYPE A～F) 

又は 

小型船舶用浮力補助具(TYPE G) 

定員と同数 
 搭載可能な胴衣の TYPEは次のとおり 

 ・TYPE A 

 ・TYPE B 

 ・TYPE C *1 

 ・TYPE D 

 ・TYPE E 

 ・TYPE F *1 

 ・TYPE G *1 

*1特殊小型船舶に笛等の音響信号器具の備え付けを要する 
・｢TYPE A｣から｢TYPE G｣の胴衣の違いは次のとおり 

TYPE A…胴衣の要件を全て満足するもの 

TYPE B…反射材の要件が省略されたもの 

TYPE C…笛及び反射材の要件が省略されたもの 

TYPE D…色の要件が省略されたもの 

TYPE E…色及び反射材の要件が省略されたもの 

TYPE F…色、笛及び反射材の要件が省略されたもの 

TYPE G…TYPE Fの浮力がやや少なく着やすくなっているもの 

小 型 船 舶 用 信 号 紅 炎 １ｾｯﾄ(２個入り) 

・航行区域が川のみに限定されているものは不要 

・携帯電話(航行区域がｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ内、防水機能等の条件有)等の有

効な無線設備を備えるものは不要 

最大搭載人員表示 １枚 ・最大搭載人員の数字は 5cm以上の大きさのもの 

 

７．参考 

①同等効力の規定に適合するものと認める備品について（大型船用の設備を小型船用として認める備品） 

小型船舶安全規則第３条の規定により同等以上の効力を有すると認めるものは、下表左欄に掲げる物件に相応する右欄に掲げるもの 

小型船舶用膨脹式救命いかだ 

膨脹式救命いかだ 

(救命設備規則第21条) 

(ただし、質量が90kgを超えるものであって46.1(b)の規定を満足する

機械的進水装置に積み付けるもの及び質量90kg以下のものに限る。) 

小型船舶用救命浮器 

救命浮器(救命設備規則第26条) 

(ただし、質量が90kgを超えるものであって49.1(b)の規定を満足する

機械的進水装置に積み付けるもの及び質量90kg以下のものに限る。) 

小型船舶用救命浮環 
救命浮環(救命設備規則第28条) 

小型船舶用救命胴衣 
救命胴衣(救命設備規則第29条) 

(ただし、膨脹式のものに限る。) 

小型船舶用自己点火灯 
自己点火灯(救命設備規則第31条) 

小型船舶用自己発煙信号 
自己発煙信号 

(救命設備規則第32条) 

小型船舶用火せん 
落下さん付信号 

(救命設備規則第33条) 



小型船舶用信号紅炎 
信号紅炎(救命設備規則第35条) 

小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置 
浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置 

(救命設備規則第39条) 

小型船舶用ﾚｰﾀﾞｰ･ﾄﾗﾝｽﾎﾟﾝﾀﾞｰ 
ﾚｰﾀﾞｰ･ﾄﾗﾝｽﾎﾟﾝﾀﾞｰ 

(救命設備規則第40条) 

小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置 捜索救助用位置指示送信装置 

(救命設備規則第40条の２) 

小型船舶用液体消火器 

持ち運び式又は簡易式液体消火器(自動拡散型のものを除く) 

(船舶の消防設備の基準を定める告示(平成14年国土交通省告示第516

号)第20条) 

小型船舶用粉末消火器 
持ち運び式又は簡易式粉末消火器(自動拡散型のものを除く) 

(船舶の消防設備の基準を定める告示第23条) 

②所定の要件を満足する小型船舶に搭載できる小型船舶用救命胴衣等について 

小型船舶用救命胴衣等の要件 

小型船舶の種類又は条件 

色 の 制 限 

の 免 除 

再帰反射材の 

取付けの免除 

笛の取付け 

の 免 除 
必要最低浮力 

左記要件に対応

する胴衣の TYPE 

① 特殊小型船舶 

（水上オートバイ・推進機関付サーフライダー） 
○ ○ 

○ 

[注１] 

7.5kg 

又 

5.85kg 

TYPE A 
TYPE B 
TYPE C [注１] 
TYPE D 
TYPE E 
TYPE F [注１] 
TYPE G [注１] 

② 漁船 － － － 7.5kg TYPE A 

③ 小型兼用船 

旅客船 

漁ろう時の水域が12海里超え － － － 7.5kg TYPE A 

漁ろう時の水域が12海里以内 － 
○ 

[注２] 

○ 

[注２] 
7.5kg 

TYPE A 
TYPE B [注２] 
TYPE C [注２] 

旅客船以外 

漁ろう時の水域が12海里超え － － － 7.5kg TYPE A 

漁ろう時の

水 域 が  

12 海里以内 

漁 ろ う 時 
以 外 の 
航行区域が 
沿 岸 及 び 
限定沿海区域 

○ 
○ 

[注２] 

○ 

[注２] 
7.5kg 

TYPE A 
TYPE B [注２] 
TYPE C [注２] 
TYPE D 
TYPE E [注２] 
TYPE F [注２] 

漁 ろ う 時 
以 外 の 
航行区域が
平 水 区 域 

○ 
○ 

[注２] 

○ 

[注２] 

7.5kg 

又 

5.85kg 

TYPE A 
TYPE B [注２] 
TYPE C [注２] 
TYPE D 
TYPE E [注２] 
TYPE F [注２] 
TYPE G [注２] 

④ 旅客船 

航行区域が沿海区域以遠 － － － 7.5kg TYPE A 

航行区域が沿岸、限定沿海又は平水区域 － 
○ 

[注２] 

○ 

[注２] 
7.5kg 

TYPE A 
TYPE B [注２] 
TYPE C [注２] 

⑤ ①から④

以外の船舶 

航行区域が沿海区域以遠 － － － 7.5kg TYPE A 

航行区域が沿岸及び限定沿海区域 ○ 
○ 

[注２] 

○ 

[注２] 
7.5kg 

TYPE A 
TYPE B [注２] 
TYPE C [注２] 
TYPE D 
TYPE E [注２] 
TYPE F [注２] 

航行区域が平水区域 ○ 
○ 

[注２] 

○ 

[注２] 

7.5kg 

又 

5.85kg 

TYPE A 
TYPE B [注２] 
TYPE C [注２] 
TYPE D 
TYPE E [注２] 
TYPE F [注２] 
TYPE G [注２] 

[注１]特殊小型船舶側に笛等の音響信号器具の備え付けを要する。 

[注２]不沈性 ※及びｷﾙｽｲｯﾁを有する船舶（機構の確認を受けたもの) に限る。 

※ 不沈性を有する船舶には膨脹式ボート特殊基準に適合した船舶を含む。 


